
令和元年度第 1固 有床診療所委員会

議事次第

1 開会

2. 役員挨拶

3. 資料確認（事務局）

4. 資料説明（提出者）

5.審議

日時：令和元年5月30日（木）

1 4時30分～ 16時30分

場所：日本医師会館談話室

( 1 ）有床診療所委員会中問答申（素案）について

諮問 「中長期的に見た、地域における有床診療所のあり方について」

( 2）その他

6. 閉会



令和元年度第 1固

有床診療所委員会 資料目録

令和元年5月30日（木）

資料No.I 資料名
有診XN
o 1 o 1 I平成 30年度第3固有床診療所委員会議事要旨案

o 1 o 2 I①中問答申素案

②中問答申素案（コメント入り）

o 1 o 3 I診療報酬改定要望（参考）

o 1 o 4 I夜間体制の再考（案）

o 1 o 5 I専門的治療を主体とする整形外科診療所について

o 1 o 6 I有床診療所委員会答申骨子（たたき台）修正版

o 1 o 7 I① 2 0 1 9年有床診療所の現状調査（第6回）（案）

②施設票（案）
③財務票（案）

④患者票（案）

提出者

地域医療課

寮藤委員長

鹿子生委員

新妻委員

松本委員

資藤委員長

小玉常任理事

（江口専門部長）



有診IN 0101 

平成30年度第3固有床診療所委員会議事要旨（案）

1 .日時 平成31年3月28日（木） 1 4時30分～ 16時30分

2.場所 日本医師会館50 6会議室

3. 出席者

（委員）斎藤、前回、青木、赤崎、大柿、尾形、阿部、小俣、鹿子生、新妻、野川｜、

長谷川、松本

（役員）中J11、小玉、城守、平川

（総研）江口

（事務局）青木、西田、藤谷

4.議題

( 1 ）答申骨子たたき台について

5.提出資料

資料No. 資料名

有診xm
0 3 0 1 第 1固有床診療所委員会議事要旨案

0302 意見メモ

①赤崎委員

②尾形委員

③野川委員

④阿部委員

⑤青木委員

⑥長谷川委員

⑦前田副委員長

0 3 0 3 次期診療報酬改定要望

0304 知っておきたい税制のポイント

0305 有床診療所委員会答申骨子案（たたき台）

0306 2 0 1 9年有床診療所の現状調査案

0 3 0 7 静岡県在宅医療後方支援体制整備事業資料

0308 基金関係資料

6.議事

( 1）役員挨拶

O中川副会長

提出者

地域医療課

各委員

鹿子生委員

青木委員

驚藤委員長

江口専門部長

野川委員

斎藤委員長

来年度予算案が成立したが、消費税引き上げ延期の話もあるようだ。もし 3度目の



延期となれば異常事態である。今の社会保障の財源構成は 10%に引き上げたときの

ことを 8%でやっているという大変厳しい状況である。 10月の引き上げは当然で、

さらに次の噌税の議論を開始しなければならないくらいである。

0小玉常任理事

年度末のご多忙のところご出席いただき御礼申し上げる。委員の先生方から意見メ

モをいただき感謝申し上げる。本日もj忌僚のないご意見をよろしくお願し、したい。

0城守常任理事

副担当でありながら、なかなか参加できずお詫び申し上げる。本日もよろしくお願

いしたい。

0平川常任理事

有床診療所の問題についてしっかり意見をまとめていただいており、感謝申し上げ

る。本日もよろしくお願いしたい。

( 2）議事

1 .資料説明

（資料0302①） 赤崎委員

地域特性を踏まえ、「在宅医療の拠点」、「レスパイト機能」、「急変時や早期退院患

者の一時入院を可能にする施設」、「病院から在宅への受入れ渡し機能J、「看取り

可能な施設」等、現在求められている医療を、身近な存在として提供できる施設

であるべきだということを医師も行政も再認識しながらやっていくべきである。

有床診療所の活性化を目指すためには、地域医療構想調整会議に積極的に参加す

ることが重要である。調整会議に積極的に参加をしながら、有床診療所をアピー

ノレしていく必要がある。

若手医師に有床診療所に目を向けてもらえるよう、中長期的な医師の養成につい

て検討が必要である。

介護医療院と、病院、有床診療所の役割機能を明確にし、共に不足する部分を円

滑に補う関係性を作っていけるようにしなければならない。

（資料0302②） 尾形委員

短期・中長期という時間軸と併せて、有床診療所が担っている機能と地域におけ

る役割を2次元で考えてはどうか。特に当面2025年を考えると、やはり地域医療

構想を無視はできないため、それとの関連が非常に重要になってくると思う。

また前回の前田副委員長の資料のように、ある領域全体の医療の動向を押さえた

上で、有床診療所が担う機能を追求するアプローチを、他の領域についても適用

してはどうか。

全国一律の対応ではなく、ある程度グループ化した地域ごとの特性を踏まえ、地
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域において有床診療所が担う役割を具体的に考えていく必要がある。

（資料0302③） 里子川委員

内科等の一般有床診療所と、専門医療を行う有床診療所は分けて考えなければな

らない。

岐阜のはやぶさネットで、在宅医療の安心病床という項目を作っているが、何か

あった時に大変だと思うのか、有床診療所の登録はない状況である。

静岡県のように、地域医療介護総合確保基金から人材確保に対する補助が出るよ

うな形が望ましい。

地域包括ケアの中心としての役割を担うということは強く言っていかなければな

らない。「地域包括ケア病床Jの創設が望ましい。

長期的には、やはり承継の問題があり、一般診療における有床診療所の経済的メ

リットもなく、人材も確保しにくい状況では、承継は難しいのではないかと思う。

（意見）

静岡の基金事業について、申誇の規定が細かいようで、在宅をやっている有床診

療所の先生でも申請しなかったと聞いている。問題点を改善すれば全国で使って

いただけるのではないかと思う。

（資料03 0 2④）岡部委員

秋田県医師会が出されていたように、 2040年を見据えた医療のグランドデザイン

を各都道府県で作るのに資するような答申が求められている。 2025年までの短中

期としては、有床診療所の経営安定化のため、①高齢者医療と介護の一体化への

対応、②地域包括ケアシステム構築のリーダー的役割と地域医療構想会議への積

極的関与が必要である。

会員の中からは介護をやりたいが、とても難しいという声もある。そのあたりも、

今回の答申で示していく必要がある。

（資料0302⑤）青木委員

中長期的に有床診療所が地域医療に貢献していくためには、円滑な事業承継が行

われなければならない。「税負担」が大きな壁となる場合が多いことから、個人開

業医及び医療法人が活用できる事業承継税制を具体的に紹介させていただきたい。

活用時の留意点も具体的に示したい。

もう一歩踏み込んでよいのであれば、 M&Aという言葉が適切かわからないが、

有床診療所を地域に残すために他人に譲る場合もあるので、その場合の譲り方、

留意点なども、必要であれば付け加えたい。

（資料03 0 2⑥） 

中長期で有床診療所を続けていけるような希望が持てるような答申にしなければ

ならない。
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診療報酬については、 30日超の入院基本料が安いことが収益が低い原因であるの

で、その改善は訴え続けなければならない。

地域包括ケアモデルを示してもらったのは非常によいのだが、それまでもつか。

地域医療構想が進んでいく聞に有床診療所がどんどん閉院してしまうのではない

かと危倶している。

（資料0302⑦）前田副委員長

産婦人科医会の調査によると、有床診療所の施設数は2006年から2016年まで右肩

下がり、有床診療所の医師も右肩下がりである。 1施設あたりの医師数は有床診

療所は1.5人、総合周産期医療センターは平均10→14人に増えて、集約化が進んで

し、る。

有床診療所の取り扱い分娩数は2016年で48%である。千分娩あたりの産婦人科医

師数は1位が鳥取県、 2位が秋田県である。開業医に頼っている県と高次の医療

機関に頼っている県など地域差があり、グランドデザインを作るにも都道府県毎

に検討しないと難しい。

有床診療所の存在が必要であることを国民に分かつてもらわなければならない。

産婦人科で言えば、ローリスクの分娩を扱うことが大事で3あるということ。そし

て、有床診療所で頑張ろうという医師を増やすことが大事である。夢を持って診

療所が続けられるようにならないと参入してもらえない。経営状態を改善するよ

うな施策を打ち出してし、かなければならない。

働き方改革の関係でタスクシフテイングが問題になっているが、お産の世界は助

産師とのせめぎ合いであり、うまくやらないと危険である。大学病院も、経営改

善のために、医師を雇わず助産師だけでお産をして設けようとするところが出て

し、る。

（資料03 0 3）鹿子生委員

これは全国有床診療所連絡協議会の要望として議連に提出するものである。有床

診療所は在宅や介護も含めて期待されているが、機能を強化するには人がいない

とできない。無床化の一番大きな要因も入手不足である。人員を確保するには人

に対する評価を上げてもらわない限り難しい。

（資料03 0 4）青木委員

前回もお話した個人版の事業承継税制について寄稿したものである。個人版の事

業承継税制を使い、その後医療法人化した時の納税猶予の取り扱いについて、今

後注目しながら見ていきたい。

（資料03 0 5）江口専門部長

前回改定の影響と現在の運営課題を把握させていただくため、 6月目途に調査票

をお送りしたい。調査は、施設票、財務票、看護票の3点で、看護票は看護師不
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足の観点から実際に勤務する看護職の方のご意見を聞いてはどうかと思っている。

例えば有床診療所で働くことは、看護職員にとって融通性もあってよいかもしれ

ず、もしそうであれば広く広報したい。

財務票については従来通りであるが、今回からは前年度と前々年度の 2年分を記

入していただきたいと考えている。

まだ案の段階なので、付け加えた方がいいものがあれば、ぜひご意見をいただき

たい。

（質疑応答）

先ほどから入手不足の話が出ているが、この調査ではどのあたりが関連するか。

施設票の中で、「病床に関して貴院が抱えている課題Jとして入れている。介護

士、看護助手のことも加えるようにしたい。「働き方改革に向けた対応策」に関

して、抱えている課題も把握しようと思っている。

前回鹿子生先生から話のあった「5つの機能」に介護を加えるということについ

て、今回の調査では該当する項目はあるか。

「医療介護を一体的に提供する機能があるか」という設聞を設けることにしてい

る。

（資料03 0 8）斎藤委員長

徳島県では、「医師事務作業補助者配置支援事業Jと「リハビリ専門職配置支援事

業」が県から提案された。補助者の配置は、医師事務作業補助体制加算の対象外

の医療機関で、 4月1日以降に採用した人について、 200万円のうち 10 0万

円を補助するもの。リハビリ専門職は、平成31年度中に在宅療養支援診療所ま

たは在宅療養支援病院として厚生局に新たに届出する医療機関を対象に、上限2

名で年間 400万円のうち 200万円を県が補助するという案である。ただ、地

域包括ケア病棟やリハビリテーション病棟で、有床診療所が対象とならないのは

詰めが甘かった。

2.答申に関する議論

答申骨子たたき台について、以下のような議論が行われた。

（地域医療構想調整会議）

長崎県では休床している医療機関の調査があり、 2病院、 56有床診療所が休床

していた。地域医療構想のベッド削減の対象にするためにそのような調査を行っ

たのではないかと、非常に気にしている。また、有床診療所の介護療養病床を一

般病床に戻すことはできないと行政から言われているが、そのようなことはない

はずだと言って乗り切っている。さらに、休床中の有床診療所に子息が帰ってき

てベッドを再開するケースに対して、それは地域医療構想調整会議にかけないと

いけないとか、看護体制がどうなっているか報告しろと言ってきたので、 4月に

なってから県庁と話をする予定である。

5 



熊本では、県庁所在地のような大きな医療圏の有床診療所と、地方の有床診療所

では立場が違う。過疎化の進んだ地域の有床診療所が一番問題で、つい最近の地

域医療構想調整会議でも、長期間病床を使っていない有床診療所を行政が聞き取

り調査をして、病床削減につなげるような説明がなされた。実際に有床をやめる

という先生もいて、有床診療所が抹殺されそうな事態が現実に起こっている。地

方では、無床診療所の先生方が、息者がちょっと急変した際に受け入れてくれる

病床がないということで困っており、有床診療所に協力してもらいたいという話

が出る。有床診療所がなくなっては困る。

休床の場合は診療報酬は全く関係ないので、ベッド数のことをいろいろ言う必要

はないと調整会議等で医師会長に言ってもらえばいい。調整会議にも有床診療所

の先生を入れてもらうよう、医師会長にお願いしたらよい。

行政は、病床機能報告の病床数を必要病床数に合わせたがる。

地域医療構想調整会議は、病床削減ための仕組みではないので、そこは強気で言

ってもらって問題ない。行政も地域医療構想の理解が足りない。何かおかしいこ

とがあったら、すぐに日本医師会に連絡していただきたい。

（有床診療所の在り方）

地域包括ケアとか、介護と有床診療所を結ぶというのは皆さんが思うほど簡単な

ことではない。民間事業者に完全にシェアを取られている中で、我々が参入する

のは並大抵のことではない。有床診療所の先生が介護もやっていくのであれば、

まずは地域密着型の介護施設の嘱託医になって、その関係で病床を使うようにす

るなど手はある。そういうことを有床診療所の先生が理解しない限り、机上の空

論になってしまう。

医療機関が運営するというところで内容に差をつければ、患者さんは来るのでは

ないか。

民間事業者はなかなか素早いので、生易しいものではないということを自覚しな

がら、自分たちがどういう形で参入していくかを考えなければならない。

介護事業者の処分もいろいろ出ているので、安全で3安心な介護を提供できるのは

医療機関だということを強く言っていく必要がある。そこをどれだけアピールで

きるかではないか。

有床診療所の今までの「5つの機能Jを少し変える時期に来ているのではないか。

人口減少、医療密度などの社会的環境や、地域包括ケア型とか専門特化型とか、

そういう分類をして、そこから有床診療所の先生が自分の診療所はここに該当し

て、これからどういう風にやっていかなければならないかといった感じがつかめ

るような形にできないか。

重要なご指摘である。有床診療所の診療圏として、二次医療圏とか市町村ではま

だ大きすぎて、地域包括ケアシステムの単位でみていかないとわからないのでは

ないか。

専門医療でも、地方型と大都市型とでだいぶ違う。そのあたりの分類をはっきり
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• 

させて答申をまとめた方が、会員の先生方には有用であると思う。

有床診療所で医療だけしかやっていないところもあるが、介護に対する理解もな

いと生き残っていけないだろう。

地域のキーステーションとして、オープンベッドという概念を是非入れてもらわ

ないといけない。

在宅医療が国策となる中、在宅医療専門の開業の先生も増えている。在宅で開業

した先生方が、果たして、人員の少ない有床診療所に患者さんをお願いするかど

うか。病院と在宅医療専門診療所が連携して診るような形も考えられ、そうする

と有床診療所の立ち位置は、ただ単に地域包括ケアの中のキーになるということ

では生き残れないのではないか。

在宅医療も問題があって、おしかけの在宅医療になっている面もある。そのため、

診療所とトラブルが絶えず、頭を痛めている。

（人材の確保について）

中問答申として、 20 2 5年までの短中期として、人材確保の観点を中心とした

診療報酬改定要望、税制改正要望を行う。

～複数医師～

第三者に承継できるような形をとらなければならないので、複数医師加算を上げ

てもらう必要がある。

複数医師を配置した場合のメリットはどのくらいあるのか。

休みが取りやすいという点はあるが、医師はそれぞれ診療方針がかなり異なるの

で、そのあたりの調整にはかなりの工夫と労力が必要である。しかし、 1人でや

れることは限られているので、複数医師体制をうまく活用する必要がある。

産婦人科では、手術や緊急事態の際に、近隣の診療所の医師に手伝ってもらった

り、少し留守番を頼んだりということはしょっちゅうある。

同じ診療科の複数医師と、違う診療科の複数医師は全く異なる。医療安全の面か

らも、複数医師は大きなメリットである。複数医師のメリットを全面的に出せる

とよいのではないか。

たとえば、私は整形外科だが、内科的な全身管理には弱いので内科と組んだほう

がやりやすい。診療科をまたいでうまく組み合わせられれば、非常に心強いし、

地域のかかりつけ医の機能としても非常に大事だろう。

～看護職等～

医師不足よりも看護師不足で病棟規模の縮小、病床廃止が起こっている。

看護職員の確保は非常に厳しい状況になっており、看護補助者の活用が必要だが、

現状では5点しかついておらず何の足しにもならない。人に対する評価をしても

らわないと、有床診療所に期待される機能を果たせない。

介護施設の介護福祉士等に対して処遇改善の補助が出るが、それによって准看護
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師の給与を超えてしまう。看護職から給与の不満が出て、給与アップがなければ

辞めるという声も出ている。処遇改善の補助はありがたいが、いきなり看護職を

飛び越えるような補助ではなく、バランスを考えてほしい。

准看護学校が全国的にどんど、ん減っている。徳島では、 8年前に県の看護学校と

医師会の看護学校を合併し、県と一緒に運営している。行政を巻き込むことが大

事ではないかと思う。また、中国四国と九州地区の医師会立の看護学校が集まっ

て協議会を開いているが、こういう協議会があると活性化するので、他の地域で

もやった方がよい。

准看護学校については看護協会の理解が得られないとなかなかうまくいかないと

思う。長崎でも 2年前までの看護協会長が准看に対する理解がなく、予算も取れ

なかった。医師会と看護協会とでもう少し理解しあって、准看の必要性を訴えて

いかないといけない。

准看のレベルアップも必要なので、准看から看護師になるという基本姿勢を打ち

出して、看護協会に授業や実習への協力要請をしている。

看護協会として准看の養成を停止したいということは間違いないので、准看から

看護師になりやすいような形で、看護協会と手を組んだ方がよい。准看はいた方

がいいが、いずれはなくなる時代が来ることを我々も意識しながらやっていかな

ければならないだろう。

有床診療所は夜間に看護職を配置しなくても法的には問題ないが、今の時代に入

院患者がいるのに看護職が当直していないというのは社会的にも問題があるので

はないかと思う。そのあたりの対応を考えていかなければならない。

働き方改革にからめて、労働基準局があちこちに入っている。監督官の裁量によ

るところが大きい点が問題である。ちょっと容態の悪い患者をケアするとか、宿

直で認められるかの境目がグレーで、もし宿直が認められず夜勤という形になる

と、看護職員が非常に不足する中で病棟閉鎖につながってしまう。医師がかけつ

ける体制を取っていればいいと思うが、なかなか世間的には通用しないのが、非

常に厳しいところである。

看護職仰lからみれば、宿直ではなく夜勤であれば行ってもいいという感じもある。

将来的にも、よほど恵まれた地域でない限り、看護職員に限らず人員の確保は非

常に難しくなる。そういう意味で外国人材の活用もしなければならないのではな

いかという話になる。

人を介さない見守りのシステムなどの活用も考えられる。

（診療報酬関係）

無床の眼科の先生が高齢のJ患者の手術をして、家に帰すのは心配なので有床診療

所に2、3日入院させてほしいということだったのが、入院基本料を算定したら

全て戻された。こういう点も改善してもらわないと、連携ができない。

日帰り手術の点数があるので、入院させるとなると、それに反するからではない

のか。眼科の先生がどのように請求しているか、確認してからの方がよい。
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例えば心筋梗塞があるとか不整脈があるとか、そういう事情であれば通るのでは

ないか。

（防火対策）

消防の点検と、建築基準法の定期報告という別々の制度があり、それぞれ業者に

多額の費用を払わなければならない。非常に負担が大きいので、一本化してもら

いたい。

管轄が異なるため、一本化は難しいかもしれない。不幸な火災事故があっての適

用なのである程度やむを得ないかと恩うが、金額的には大きいので、例えば保健

所でできる調査があればそちらでやることなども考えてはどうか。

スプリンクラーの補助金が、平成30年度で 18 0億円余っている。平成31年

は50億円ついているが、毎年予算の消化に苦労している。設置義務のない有床

診療所でも付けるに越したことはないので、各地でスプリンクラーの設置を勧め

てていただきたい。予算を消化しないと、予算がつかなくなる恐れがある。

スプリンクラーの設置は、承継とも関係する。承継に目処がついていれば付ける。

スプリンクラー設置後8年経過をすれば、たとえ有床診療所を廃止しでも返還義

務は生じない。

（その他）

医療審議会で、病院が有床診療所を吸収合併したいという案が出ており、非常に

頭の痛いところである。我々の仲間の有床診療所の先生が辞めたあと、その施設

を売れるというのはその先生にとっては非常に有益であり、むげには反対できな

し、。

最後に斎藤委員長より、小玉常任理事とも相談して、執筆分担を検討したいとのコ

メントがあった。

7.その他

<2019年度委員会開催日程＞

第1回 5月30日（木）

第2回 7月 18日（木）

第3回 9月 19日（木）

第4図 11月 7日（木）

1 4時30分～ 16時30分

1 4時30分～ 16時30分

1 4時30分～ 16時30分

1 5時～ 17時（終了後懇親会）
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円. 有診IN 0102① 

素案
令和元年7月 日

日本医師会

会長横倉義武殿

有床診療所委員会

委員長膏藤義郎

有床診療所委員会中問答申

～令和2年度診療報酬改定・税制改正要望を中心に～

本委員会は、平成30年 10月31日に開催された第1回委員会において、貴職

より「中長期的に見た、地域における有床診療所のあり方についてJ検討するよう

諮問を受け、これまでO回の委員会を開催し、議論を重ねてまいりました。

有床診療所が、中長期的にも地域でその機能を果たしていくためには、安定運営

とスムーズな承継が必要であります。

そこで本委員会では、次期診療報酬改定及び税制改正に向けて、別添の通り要望

を取りまとめましたので、ご報告申し上げます。

今後の診療報酬改定、税制改正に向けた議論に、本委員会の意見を反映していた

だきたく、お願い申し上げます。

本委員会では、引き続き、中長期的に見た有床診療所のあり方について、検討を

重ねてまいります。
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1 .はじめに

厚生労働省の医療施設動態調査によれば、 20 1 9年2月現在の有床診療所数は68 

08施設で、ついに7千を割った。 2009年1月には 11,520施設あった有床診療

所が、 10年で4割も減少したことになる。

この著しい減少の背景には、患者の大病院志向等により入院患者が減少していること

もあるが、診療報酬の低さから病床を維持することが困難であること、さらに看護職員

等の確保が困難であることなどが挙げられる。

しかし、この大変厳しい状況の中でもまだ7千近くの有床診療所が存在しているのは

なぜか。地域医療において不可欠な存在だからである。有床診療所は、最大で19床の

ため、経営効率が惑い。無床化したほうがさまぎまな面で負担が軽減されることはわか

っているが、地域住民・患者から存続の要望もあり、医師としての使命感から病床を維

持していると言っても過言ではない。

有床診療所のベッドの役割は、病院のベッドと同じではない。在宅患者の急変時の受

け入れ、ショートステイ、看取りなど、身近な場所で、地域や患者さんのニーズに応じ

て、個別的な対応が可能である。この柔軟性、多様性が有床診療所の大きな特徴であ

り、今後も有効な社会資源として活用していくべきである。

本委員会では、短期的、中長期的な視点に分けて有床診療所の在り方を検討している

が、その前提として有床診療所の安定運営とスムーズな承継が必要であり、本中問答申

では、診療報酬改定要望及び承継について述べることとする。
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2. 人材確保の観点を中心とした診療報酬改定要望

( 1) 2018年度診療報酬改定の評価について

有床診療所は地域包括ケアシステムで中心的役割を果たすことが期待されており、

2018年度診療報酬改定では、有床診療所の「地域包括ケアモデル（医療・介護）」とし

て、介護サービスを提供していれば入院基本料1～3を算定できることとなり、また介

護連携加算も新設された。有床診療所在宅復帰機能強化加算についても、平均在院日数

が 90日以内と緩和され、点数も引き上げられるなど、一定の評価がなされたところで

ある。

しかしながら、全固有床診療所連絡協議会が行った調査では、 2018年 9～10月の収

入が 1年前の同時期に比べ減収となったことがわかった。介護連携加算の算定施設では

前年比増収となっているが、非算定施設と比べると有意差は見られなかった。介護サー

ビスを提供する有床診療所にとっては有用な加算と思われるが、期待されたほどの効果

は見られなかったということになる。

これは、介護サービスを提供する有床診療所が少ないことや、点数が少し引き上げら

れても、病床稼働率が上がらなければ、有床診療所の経営を改善するまでには至らない

ことを意味する。病床稼働率を上げるには人員の確保は必須で、あり、また、働き方改革

の流れに沿って勤務環境の改善にも努める必要がある。

人材確保の観点から以下の通り要望する。

(2）看護職員・看護補助者の確保について

1）看護補助者配置加算の引き上げについて

有床診療所の看護職員が確保困難な要因として、入院にかかる診療報酬上の評価が

低いため病院に比べて待遇に差が出てしまうこと、また、少ない人員で愚者を看なけれ

ばならないため、一人にかかる負担が大きくなってしまうことが挙げられる。

日医総研の「平成29年有床診療所の現状調査」 1では、夜間の職員数（看護職員＋補

助職員）が2人以上の施設は 29.5%であり、 1人体制の施設が 51.5%に上った。

看護職員の負担を軽減するためには、看護補助者の活用が有用であるが、現実には看

護補助者の確保も難しくなっている。これは、日本全体としての労働力不足の影響や、

介護施設の介護職員の処遇改善（後述）の影響が考えられる。

1 日医総研ワーキングペーパ－No,394「平成29年有床診療所の現状調査」（江口成美）
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有床診療所の看護補助者を確保するには、少なくとも今以上の待遇改善が必要とな

るが、現行の看護補助配置加算は、 1人1日あたり 5～10点で人件費には遠く及ばな

い状況である。看護補助者の確保につなげられるよう、以下の通り、看護補助配置加算

の引き上げを要望する。

一方、医療機関側も、有床診療所で働くやりがいを満足させる仕組みづくりが必要で

ある。

現行点数 要望

看護配置加算1 40点

看護配置加算2 20点

夜間看護配置加算1 85点

夜間看護配置加算2 35点

看護補助配置加算1 10点

看護補助配置加算2 5点

2）介護福祉士等の処遇改善について

深刻な介護人材不足を背景に、国はこの 10年間ほど、介護職員の賃金の底上げを図

ってきた。しかし、これによって、介護人材が介護施設・事業所に流れ、医療機関にお

ける看護補助者の確保が困難となっていることは大きな問題である。さらには、介護福

祉士の給与が看護職員の給与を上回る事態となり、医療機関側は看護職員の給与を引

き上げざるを得ず、負担となっている。

そのような中、 2019年 10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において、介

護職員等特定介護職員等特定処遇改正加算（特定加算）が創設され、これに投じる公費

1000億円の算定根拠が「介護サーピス事業所における勤続年数 10年以上の介護福祉

士について、月額平均 8万円相当の処遇改善を行う」とされたことは、現場に衝撃を

与えた。

この特定加算は、趣旨を損なわない程度で、事業所内の配分に当たり、事業所の判断

でその他の職員の処遇改善にも充てることが可能となったことから、今後診療所の看

護職員まで介護施設へ移ることも懸念される。

医療機関での勤務と介護施設での勤務を比べれば、医療機関の患者の方がより状態
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が重く、従事者の負担はより大きいと恩われる。介護職員の処遇改善については、働く

場所で区別されるべきではなく、医療機関で働く看護補助者も対象とすべきである。

( 3）医師の勤務負担の軽減について

1）複数医師体制の確保について

休床・無床化の要因の第3位は、医師の勤務負担と高齢化である 1。働き方改革の観

点からも医師の勤務負担の軽減が求められており、有床診療所も複数医師体制を確保

していく方向で考えなければならない。

有床診療所の医師数は、常勤換算で1人医師が 30.5%、2人未満が 18.4%、2人以

上3人未満が 33.8%、3人以上が 16.3%となっている 1o 2人以上の有床診療所は5

割程度あるが、医師配置加算は60～88点であり、複数の医師の人件費に足るものでは

ない。親子で運営している場合は、おそらく院長の給与を引き下げて、子の給与にあて

ているものと思われる。

しかし、こうした形でしか運営が成り立たないという状況は改善しなければならな

し、。

なぜならば、高齢となった医師が有床診療所の機能を地域に残すためには、親子での

承継だけでなく、第三者への承継が行える体制を確保することが必要だからである。仮

に今は親子での承継が可能であったとしても、その次の世代で親子承継ができるとは

限らない。複数の医師で一緒に診療をしながら、徐々に自然な形で承継していくこと

は、とても大きなメリットがある。地域住民・患者にとっても、かかりつけ医機能が継

続されることは、非常に大きな安心につながるものである。

複数の医師で運営するに足る医師配置加算の引き上げを要望する。

現行点数 要望

医師配置加算1 88点

・当該診療所の医師数が2以上かつ、次の

いずれかに該当すること

－在宅療養支援診療所で訪問診療を実施

・急性期医療を担う診療所

医師配置加算2 60点

・当該診療所の医師数が2以上
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2）診療所医師事務作業補助体制加算の創設について

病院勤務医の負担軽減のため「医師事務作業補助体制加算」が設けられているが、有

床診療所は算定できない。有床診療所についても、算定できるよう要望する。ただし、

有床診療所が病院と同等の加算要件を満たすことは困難であるため、一部要件の緩和

をお願いしたい。

なお、徳島県においては、基金の中で「医師事務作業補助者配置支援事業」が実施さ

れる予定である。これは、主に、診療報酬の医師事務作業補助体制加算の控室金の医療

機関を対象としたものであり、有床診療所での活用も期待される。

・徳島県平成31年度医師事務作業補助者配置支援事業（案）

補助対象機関 次のいずれかの要件を満たす医療機関とする。
①診療報酬の医師事務作業補助体制加算の対象外の医療機関
②診療報酬の医師事務作業補助体制加算の対象病院であるが、補助者の増

員が加算の額に影響を与えない病院
補助対象者の要 本事業の対象となる補助者の要件は次の通りとする。
件 ①平成31年4月1日以降に新たに雇用した補助者（派遣又は直接雇用）で

あること。
②補助者は、予め 32時間研修を受けた者又は配置後6か月以内に 32時間

研修を受けるもの、かっ受託医療機関の常勤職員（週 4日以上常態とし
て勤務し、かっ所定労働時聞が週32時間以上である者）と同じ勤務時間
以上勤務を行うものであること。

補助対象経費 医師事務作業補助者の配置に必要な給与費（給料、諸手当、共済費等）、派遣
業者へ支払う各種手薄雨量、研修費（医師事務作業補助者の基礎知識習得に
係る研修に限る）

補助基準額等 補助基準額は、対象となる補助対象者1人あたり 2,500千円とし、補助率は
1/2、補助上限額は補助対象者1人あたり 1,250千円とする。

(4）重負担（認知症患者等）部分の評価について

※ひとまず事務局で作成しましたが、委員の先生に執筆をお願いしたい部分です。

患者の高齢化に伴い、認知症のある患者も増えている。日医総研の調査では、有床診

療所の入院患者で、認知症がない「自立」の患者は 25.6%（ただし、無回答、不明がそ

れぞれ23.8%、3.1%）で、一般病床の入院患者でも、自立度N （日常生活に支障をき

たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状

態）の患者が 8.2%、自立度M （著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が

見られ、専門医療を必要とする状態）が 3.0%となっている。

看護職員や看護補助者の負担は非常に大きく、これらについても、診療報酬上の手当
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てをお願いしたい。

(5）有床診療所が算定できない診療報酬について

診療報酬の中には、病院しか算定できないものが存在するため、病院での経験を生

かした治療を有床診療所で実施することが困難であったり、他の点数で算定せざるを

得ない状況がある。

専門医療を提供する有床診療所として機能を十分発揮できるよう、有床診療所の届

出も認めるよう改定をお願いしたい。

例 1.体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 K768

施設基準の届出様式において、「当該届出は、病院である保険医療機関のみ可能で、

あること」とされている。そのため、病院で数多くの痕例を実施してきた医師であ

っても、有床診療所での実施をあきらめたケースがある。

例2：早期悪性腫場大腸粘膜下層剥離術 K721・4

これも施設基準の届出が病院のみとされているため、例えば日本消化器内視鏡学

会から指導施設に認定されている有床診療所で、技術を持った医師が実施する場合

でも、当該点数を算定することはできず、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術Jと

して算定するケースがある。

( 6）診療報酬体系（加算等）の簡素化について

要検討
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3. その他の人材確保対策について

( 1）地域医療介護総合確保基金等の活用

地域医療総合確保基金は、「骨太の方針Jで、区分1の地域医療構想の実現に向けた

計画に重点配分することを求めていることを踏まえ、区分1に5割以上が配分される

状況が続いている。

基金創設当初には、事業事例として有床診療所の看護職員の確保に関する事業も示

されていたが、なかなか各県で実現することがなかった。

静岡県では、平成30年度の基金において、「在宅医療後方支援体制整備事業Jとし

て、有床診療所を対象に、夜間・休日対応のために、医師又は看護職員を新たに雇用し

た場合の給与・報酬を補助する事業が実施された。有床診療所の人員確保のための事業

として有用であるが、要件が厳しいとの声もあり、改善の必要があると言える。

・静岡県在宅医療後方支援体制整備事業

助成先 以下の条件を全て満たす有床診療所
・在宅医療を実施する有床診療所であること
・補助申請の前月末時点で非稼働病床があること
・夜間及び休日に在宅療養患者に対応する体制を取ること
－医師又は看護職員を新たに雇用すること
・地盤において在宅医皇室の後方支援のために必要とされる診療置で

あること→陣域医療構想調整会議等において必要性が合意されるこ｜
｜と。｜

対象経費 夜間・休日対応のために、医師又は看護職員を新たに雇用した場合の
給与・報酬

＝今補助対象経費＝医師・看護師の給与時間単価×夜間・休日の勤務時
間
・新規雇用のほか、夜間及び休日に在宅療養患者に対応する体制を取
るため、すでに雇用している医師・看護職員の勤務時間の増加、非常
勤の常勤化も含む。

（略）

補助基準額 〔医師〕夜間： 70千円／日、休日： 50千円／日
〔看護師〕夜間： 28千円／目、休日： 20千円／日

補助率 県： 1/2、事業者 1/2

補助期間 保健医療計画中間見直しに準じて3年間（～2020年度）
平成30年度予算 56,000千円 ※11,200千円（ 1施設上限）×5施設

（初年度は、地域内での合意形成を見込み上限6か月）
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(2）市町村独自予算による補助

横浜市では、「横浜市有床診療所看護師夜間勤務手当補助金」事業が平成30年度よ

り実施されている。これも、在宅医療患者の急変対応や看取り、レスパイト等の受け入

れを行う体制にある有床診療所を対象としたものである。

各地域で在宅医療提供体制の整備を考える中で、行政としても、有床診療所の機能に

期待し、支援する動きが出始めている。地域の医師会等を中心に、行政に対して改めて

有床診療所の機能をアピ｝ルしていくことも必要であろう。

・横浜市有床診療所看護師夜間勤務手当補助金

補助対象医療機関 次のすべてに該当する有床診療所
・市内で在宅医療を受けている愚者の急変対応や看取り、レスパ
イト等の受入を行う体制にある市内の有床診療所
・本補助金申請日が属する年度の前年度において、在宅医療を受
けている患者の急変や看取り時、レスパイト等の受入実績が年間
12件以上あること。
・在宅医療連携拠点と緊急一時入院の協定を結んでいることロ

対象経費等 在宅医療を受けている患者の急変対応や看取り、レスパイト等に
備え、夜間帯に勤務する看護師の夜間勤務手当の2分の 1 （ただ
し、 1医療機関1月あたり上限10万円）
※補助の対象や夜間勤務手当のみ。他の手当等は含まれない。
※夜間勤務手当は、各医療機関が就業規則等で定めたもののみを
対象とする。（明確に夜間勤務手当が定められていない場合は対象
とならない）

( 3）看護職員の宿日直・夜勤について

有床診療所の夜間の看護職員・介護職員の確保が困難な状況にあることは前述の通

りである。そのため、有床診療所では「夜勤Jではなく、「宿直」としているところも

少なくない。

この宿直の取り扱いについて、労働基準監督署から指摘を受ける有床診療所もある

ことから、ここで整理をしておきたい。

厚生労働省は、「医師・看護師の宿直は、医療法で義務付けられる2ものである関係か

ら、医師・看護師の本来の業務で、あっても特定の軽易な業務（定時巡回、定時検温脈等）

については、宿直勤務中に処理しでも差し支えない」との解釈が示されている。また、

「医師・看護師等の宿日直許可の基準」（下図）において、昼間と間態様の労働に従事

することが稀にあっても、一般的に見て睡眠が十分に取り得るものである限り、宿直の
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許可を取り消すことなく、時間外労働の手続きを行い、割増賃金を支払うこととされて

いる（下記参照）。

有床診療所は、これらの基準を遵守していくとともに、労働基準監督署においても現

状の解釈を十分踏まえた対応をお願いしたい。

（＝） 

右によって宿直由許可が与えられた場合、措置中に‘突発的な事故による
応畠患者叩診察又1:,1,.lll!‘雌者自死亡‘出産等郁晶仏威川は医師が輔館
姉簿に予め命じた処置を行わしめる等思間企聞由植由明柚巴甜溢寸：！.：：：leが
輔＝晶っても‘ー·~的に里で睡眠が貧卦に止り弓品名由である国1,1宿直由酔司
王星且温主♀主主正、その時聞について法第由来:s1.I立第36条第1 I：よ盛E
鼻骨幽由孝副捗kらしめ．館町長由割増曾命事室払わし曲るE掴いを主畳玉
ι．従って、宿直のために泊まり込む医師、署II師曹の蚊寄宿直の際に担崩
する店者数：.！：O)関係晶るいは盤麟病院帯に夜間車院する趣病血者の9量生串
と畑関係帯から見て‘右母如き昼目 線労働同車する闘が常砲で
;I<,るよろな手.由についでほ．宿直由酔司参与え晶限り守I±涯＂λ両j---

(4）医師不足への対応

｜ 吋二r~f:Jr:::i「：＿＿'f：日死三つ ｜ 

三宿日直の回数
許可叩対車となる宿直:ll.l立田直由勤務国敏については、宿直勤務

については週ー岡、日直勤務については月』回を限度とすること．た
だし‘当餓事車場1：勤務する18慮以上白書で法律よ宿直又は日置
を行いうるすべての宥に宿直:ll.l立日直をさせてもなお不足でありかっ
勤務由労働曹皮が鳴い場合にIt、宿直又は日直描務由実蝕f：応じて、
週目回世超える宿直、月ー図を紐える日置についても許可して蓋し支
えないこと。 ' 

四号由他
! 措置車務については、相当白煙漉股備の甑億苦畢件とするも由で
晶ること．
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地域や診療科による偏在は即座には解消されないが、医学教育の段階から、地域医療

の重要性や有床診療所の存在価値等を説くことは重要である。超高齢社会における医

師の役割を見直し、若手医師を中心に医師自らが適正配置に努めるべきである。

また、有床診療所における医師不足による負担軽減を図るため、大学等多くの若手医

師が在籍する機関から交代制などで地域の有床診療所に定期的に医師を派遣する仕組

みが構築できないか。
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4. 事業承継税制と税制要望

(1）個人版事業承継税制について

平成 31年度税制改正で、「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予

及び免除制度（いわゆる個人版事業承継税制）Jが 10年間の時限措置（平成田年4月

1日～令和 10年 12月 31日の間）として新設された。有床診療所を経営する個人開業

医師も適用を受けることができる。税の優遇対象とされる事業用資産には、宅地等のほ

か建物や医療用機器等を含む一定の減価償却資産が該当する。また、これら事業用資産

に対する納税額の全額（100%）が納税猶予及び免除の対象とされる点など画期的な内

容となっている。

ところで、この特例では、適用を受けた個人事業者の法人成りについて、「特定申告

期限の翌日から 5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例事

業用資産の移転であるときは、特例事業用資産の移転につき納税地の所轄税務署長の

承認を受けた場合には、当該承認に係る移転はなかったものとみなされ、現物出資によ

り取得した株式又は持分は納税猶予特例を受ける特例事業用資産とみなされる。」と規

定されている。この取扱いの対象は「会社」であり医療法人は含まれない。さらに「現

物出資により取得した・・持分は納税猶予特例を受ける特例事業用資産とみなされる。」

と規定されており、「持分なし」しか新規設立が認められない医療法人はまったく規定

の対象外となる。そうすると、個人版事業承継税制を活用して事業承継した後継医師

は、医療法人成りと同時に納税猶予全額と利子税を併せて納税しなければならない。そ

こで、個人版事業承継税制を活用して事業承継した場合でも、その効果を享受したまま

後継医師が医療法人成りの選択ができるよう制度が改正されることを要望する。

(2）医療法人の事業承継について

1）持分の定めのある社団医療法人を中小企業の事業承継税制の対象に加えること

中小企業の事業承継税制には「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予及び

免除制度」が設けられている。平成30年度税制改正では 10年間の時限措置として

特例の抜本的拡充が行われ、納税猶予割合が80%から 100%に拡大されるとともに、

1人の後継者でなく最大3人の後継者に対する承継も優遇税制の対象とされ、事業承

継後5年平均で雇用の8割維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予継続可能と
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された。そのため、改正後の特例適用者は飛躍的に数が増加している。ところで、平

成 18年の改正医療法により「経過措置医療法人jに位置付けられた「持分の定めの

ある社団医療法人Jは、医療法人全体の 70%余りであるにもかかわらず、この税制の

適用対象に含まれていない。医療法において「当分の間」存続が認められる法人とい

う位置づけが理由かと考えるが、医療法人は、地域包括ケアシステム構築には必要不

可欠な法人であること、「持分」は私有財産であって持分放棄は強制できないこと、労

働集約型の法人である医療法人は雇用の確保に多大なる貢献をしていることなどか

ら、他の中小企業同様、「持分の定めのある社団医療法人」もこの税制の対象とされる

よう要望する。

2）持分の定めのある社団医療法人の出資評価の見宜し

持分の定めのある社団医療法人において、持分を有する社員に相続が起こった場合、

出資評価は、国税庁財産評価基本通達194-2で評価される。評価方法の一つに類

似業種比準価額方式があるが、これは、取引相場のない株式や出資について、配当・

利益・純資産の3要素を上場会社に準拠して評価する方法をいう。ところで、医療法

人は、医療法第 54条で配当が禁止されているため、 3要素のうち配当を除いた 2要

素で評価額が計算されている。その結果、営利企業に比して評価額が割高に算定され

事業承継を危うくするリスクが高まる結果となる場合が多い。税法上、持分の定めの

ある社団医療法人は営利企業と同等の扱いで課税されることが多く、また、配当が禁

止されている医療法人の社員の退社時に出資持分を時価で払い戻して利益を得た場

合には配当所得課税がされている。これらの点も勘案すると、出資評価において、イ

コーノレフッティングの観点から営利企業と同等の評価方法がとられるべきと考える。

具体的には、現行の評価方法を見直し、取引相場のない株式で無配当のものと同様に

計算式の分母を「2」から「3」に改め、分子に置くべき配当要素を「0」とするよ

う要望する。

3）認定医療法人制度の適用期限延長について

平成26年 10月 1日から 3年間の時限措置として設けられた「認定医療法人制度」

は、医療法改正より認定要件に「運営に関する要件」が加えられ、併せて、税制上「持

分なしjへの移行時のみなし贈与課税が非課税とされて、令和 2年 9月 30日まで適

用期限が延長された。しかし、その期限も残すところ 1年余りとなった。出資持分を
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有する社員にとって持分とは私有財産であり、持分放棄とし、う選択は後戻りのできな

い選択肢のーっとなっている。その決断には十分な検討の時聞が必要であり、また、

出資社員が複数いる場合には同意のための意見調整に多大な時聞を要する。さらに、

認定要件のなかの「運営に関する要件」は、遊休財産の制限や法令違反の事実がない

ことなど8つの具体的な内容で構成されているが、すべてを満たすための準備に数年

を要する場合がある。持分放棄に向けた検討と同意のための時間確保、 8要件クリア

のための準備期間確保、これらのため、認定医療法人制度の適用期限を延長すること

を要望する。
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5.おわりに

今後も各地域で有床診療所を継続していくためには、それぞれの地域の人口構成の変

化等を踏まえ、地域でどのような機能が必要とされているのかを把握し、その中で、自

院が提供できる機能を明確にすることが必要である。

高齢化と人口減少が進む地方では、有床診療所が地域のキーステーションとなって、

無床診療所や介護施設等との連携をさらに強化していくことが求められるであろう。

また、専門医療に特化した有床診療所は、少ない人員体制で専門医療を効率的に提供

可能な施設として、今後もその役割が期待される。

これらについて、本答申に向けてさらに検討を重ねていきたい。
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（江口専阿部長）



有診IN 0101 

平成30年度第3固有床診療所委員会議事要旨（案）

1. 日時 平成31年 3月 28日（木） 1 4時30分～16時30分

2.場所 日本医師会館506会議室

3. 出席者

（委員）斎藤、前回、青木、赤崎、大柿、尾形、岡部、小俣、鹿子生、新妻、野川、

長谷川、松本

（役員）中川、小玉、城守、平川

（総研）江口

（事務局）青木、西国、藤谷

4.議題

( 1）答申骨子たたき台について

5.提出資料

資料No. 資料名

有診xm
0 3 0 1 第 1固有床診療所委員会議事要旨案

0302 意見メモ

①赤崎委員

②尾形委員

③野川委員

④阿部委員

⑤青木委員

⑥長谷川委員

⑦前田副委員長

0303 次期診療報酬改定要望

0304 知っておきたい税制のポイント

0305 有床診療所委員会答申骨子案（たたき台）

0306 2 0 1 9年有床診療所の現状調査案

0307 静岡県在宅医療後方支援体制整備事業資料

0308 基金関係資料

6.議事

( 1 ）役員挨拶

O中川副会長

提出者

地域医療課

各委員

鹿子生委員

青木委員

驚藤委員長

江口：専門部長

野川委員

驚藤委員長

来年度予算案が成立したが、消費税引き上げ延期の話もあるようだ。もし3度目の



延期となれば異常事態である。今の社会保障の財源構成は 10%に引き上げたときの

ことを 8%でやっているという大変厳しい状況である。 10月の引き上げは当然で、

さらに次の増税の議論を開始しなければならないくらいである。

0小玉常任理事

年度末のご多忙のところご出席いただき御礼申し上げる。委員の先生方から意見メ

モをいただき感謝申し上げる。本日も忌俸のないご意見をよろしくお願いしたい。

0城守常任理事

副担当でありながら、なかなか参加できずお詫び申し上げる。本日もよろしくお願

いしたい。

0平jI／常任理事

有床診療所の問題についてしっかり意見をまとめていただいており、感謝申し上げ

る。本日もよろしくお願いしたい。

( 2）議事

1 .資料説明

（資料0302①） 赤崎委員

地域特性を踏まえ、「在宅医療の拠点J、「レスパイト機能」、「急変時や早期退院患

者の一時入院を可能にする施設」、「病院から在宅への受入れ渡し機能」、「看取り

可能な施設j等、現在求められている医療を、身近な存在として提供できる施設

であるべきだということを医師も行政も再認識しながらやっていくべきである。

有床診療所の活性化を目指すためには、地域医療構想調整会議に積極的に参加す

ることが重要である。調整会議に積極的に参加をしながら、有床診療所をアピー

ルしていく必要がある。

若手医師に有床診療所に目を向けてもらえるよう、中長期的な医師の養成につい

て検討が必要である。

介護医療院と、病院、有床診療所の役割機能を明確にし、共に不足する部分を円

滑に補う関係性を作っていけるようにしなければならない。

（資料0302②） 尾形委員

短期・中長期という時間軸と併せて、有床診療所が担っている機能と地域におけ

る役割を2次元で考えてはどうか。特に当面2025年を考えると、やはり地域医療

構想を無視はできないため、それとの関連が非常に重要になってくると思う。

また前回の前田副委員長の資料のように、ある領域全体の医療の動向を押さえた

上で、有床診療所が担う機能を追求するアプローチを、他の領域についても適用

してはどうか。

全国一律の対応ではなく、ある程度グループ化した地域ごとの特性を踏まえ、地
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域において有床診療所が担う役割を具体的に考えていく必要がある。

（資料0302③） 野川委員

内科等の一般有床診療所と、専門医療を行う有床診療所は分けて考えなければな

らない。

岐阜のはやぶさネットで、在宅医療の安心病床という項目を作っているが、何か

あった時に大変だと思うのか、有床診療所の登録はない状況である。

静岡県のように、地域医療介護総合確保基金から人材確保に対する補助が出るよ

うな形が望ましい。

地域包括ケアの中心としての役割を担うということは強く言ってし、かなければな

らない。「地域包括ケア病床」の創設が望ましい。

長期的には、やはり承継の問題があり、一般診療における有床診療所の経済的メ

リットもなく、人材も確保しにくい状況では、承継は難しいのではないかと思う。

（意見）

静岡の基金事業について、申請の規定が細かいようで、在宅をやっている有床診

療所の先生でも申請しなかったと聞いている。問題点を改善すれば全国で‘使って

いただけるのではなし、かと思う。

（資料0302④）阿部委員

秋田県医師会が出されていたように、 2040年を見据えた医療のグランドデザイン

を各都道府県で作るのに資するような答申が求められている。 2025年までの短中

期としては、有床診療所の経営安定化のため、①高齢者医療と介護の一体化への

対応、②地域包括ケアシステム構築のリーダー的役割と地域医療構想会議への積

極的関与が必要である。

会員の中からは介護をやりたいが、とても難しいという声もある。そのあたりも、

今回の答申で示していく必要がある。

（資料0302⑤）青木委員

中長期的に有床診療所が地域医療に貢献していくためには、円滑な事業承継が行

われなければならない。「税負担」が大きな壁となる場合が多いことから、個人開

業医及び医療法人が活用できる事業承継税制を具体的に紹介させていただきたい

活用時の留意点も具体的に示したい。

もう一歩踏み込んでよいのであれば、 M&Aという言葉が適切かわからないが、

有床診療所を地域に残すために他人に譲る場合もあるので、その場合の譲り方、

留意点なども、必要であれば付け加えたい。

（資料0302⑥）

中長期で有床診療所を続けていけるような希望が持てるような答申にしなければ

ならない。
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診療報酬については、 30日超の入院基本料が安いことが収益が低い原因であるの

で、その改善は訴え続けなければならない。

地域包括ケアモデルを示してもらったのは非常によいのだが、それまでもつか。

地域医療構想が進んでいく聞に有床診療所がどんどん閉院してしまうのではない

かと危倶している。

（資料0302⑦）前田副委員長

産婦人科医会の調査によると、有床診療所の施設数は2006年から2016年まで右肩

下がり、有床診療所の医師も右肩下がりである。 1施設あたりの医師数は有床診

療所は1.5人、総合周産期医療センターは平均10→14人に増えて、集約化が進んで

し、る。

有床診療所の取り扱い分娩数は2016年で48%である。千分娩あたりの産婦人科医

師数は1位が鳥取県、 2位が秋田県である。開業医に頼っている県と高次の医療

機関に頼っている県など地域差があり、グランドデザインを作るにも都道府県毎

に検討しないと難しい。

有床診療所の存在が必要であることを国民に分かつてもらわなければならない。

産婦人科で言えば、ローリスクの分娩を扱うことが大事であるということ。そし

て、有床診療所で頑張ろうという医師を増やすことが大事である。夢を持って診

療所が続けられるようにならないと参入してもらえない。経営状態を改善するよ

うな施策を打ち出していかなければならない。

働き方改革の関係、でタスクシフテイングが問題になっているが、お産の世界は助

産師とのせめぎ合いであり、うまくやらないと危険である。大学病院も、経営改

善のために、医師を雇わず助産師だけでお産をして設けようとするところが出て

し、る。

（資料03 0 3）鹿子生委員

これは全国有床診療所連絡協議会の要望として議連に提出するものである。有床

診療所は在宅や介護も含めて期待されているが、機能を強化するには人がいない

とできない。無床化の一番大きな要因も人手不足である。人員を確保するには人

に対する評価を上げてもらわない限り難しい。

（資料03 0 4）青木委員

前回もお話した個人版の事業承継税制について寄稿したものである。個人版の事

業承継税制を使い、その後医療法人化した時の納税猶予の取り扱いについて、今

後注目しながら見ていきたい。

（資料03 0 5）江口専門部長

前回改定の影響と現在の運営課題を把握させていただくため、 6月目途に調査票

をお送りしたい。調査は、施設票、財務票、看護票の3点で、看護票は看護師不
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足の観点から実際に勤務する看護職の方のご意見を聞いてはどうかと思っている。

例えば有床診療所で働くことは、看護職員にとって融通性もあってよいかもしれ

ず、もしそうであれば広く広報したい。

財務票については従来通りであるが、今回からは前年度と前々年度の 2年分を記

入していただきたいと考えている。

まだ案の段階なので、付け加えた方がいいものがあれば、ぜひご意見をいただき

たい。

（質疑応答）

先ほどから入手不足の話が出ているが、この調査ではどのあたりが関連するか。

施設票の中で、「病床に関して貴院が抱えている課題」として入れている。介護

士、看護助手のことも加えるようにしたい。「働き方改革に向けた対応策」に関

して、抱えている課題も把握しようと思っている。

前田鹿子生先生から話のあった「5つの機能Jに介護を加えるということについ

て、今回の調査では該当する項目はあるか。

「医療介護を一体的に提供する機能があるかJという設聞を設けることにしてい

る。

（資料03 0 8）驚藤委員長

徳島県では、「医師事務作業補助者配置支援事業」と「リハビリ専門職配置支援事

業」が県から提案された。補助者の配置は、医師事務作業補助体制加算の対象外

の医療機関で、 4月1日以降に採用した人について、 200万円のうち 10 0万

円を補助するもの。リハビリ専門職は、平成31年度中に在宅療養支援診療所ま

たは在宅療養支援病院として厚生局に新たに届出する医療機関を対象に、上限2

名で年間 400万円のうち 200万円を県が補助するという案である。ただ、地

域包括ケア病棟やリハビリテーション病棟で、有床診療所が対象とならないのは

詰めが甘かった。

2.答申に関する議論

答申骨子たたき台について、以下のような議論が行われた。

（地域医療構想調整会議）

長崎県では休床している医療機関の調査があり、 2病院、 56有床診療所が休床

していた。地域医療構想のベッド削減の対象にするためにそのような調査を行っ

たのではないかと、非常に気にしている。また、有床診療所の介護療養病床を一

般病床に戻すことはできないと行政から言われているが、そのようなことはない

はずだと言って乗り切っている。さらに、休床中の有床診療所に子息が帰ってき

てベッドを再開するケースに対して、それは地域医療構想調整会議にかけないと

いけないとか、看護体制がどうなっているか報告しろと言ってきたので、 4月に

なってから県庁と話をする予定である。
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熊本では、県庁所在地のような大きな医療圏の有床診療所と、地方の有床診療所

では立場が違う。過疎化の進んだ地域の有床診療所が一番問題で、つい最近の地

域医療構想調整会議でも、長期間病床を使っていない有床診療所を行政が聞き取

り調査をして、病床削減につなげるような説明がなされた。実際に有床をやめる

という先生もいて、有床診療所が抹殺されそうな事態が現実に起こっている。地

方では、無床診療所の先生方が、患者がちょっと急変した際に受け入れてくれる

病床がないということで困っており、有床診療所に協力してもらいたいという話

が出る。有床診療所がなくなっては因る。

休床の場合は診療報酬は全く関係ないので、ベッド数のことをいろいろ言う必要

はないと調整会議等で、医師会長に言ってもらえばいい。調整会議にも有床診療所

の先生を入れてもらうよう、医師会長にお願いしたらよい。

行政は、病床機能報告の病床数を必要病床数に合わせたがる。

地域医療構想調整会議は、病床削減ための仕組みではないので、そこは強気で言

ってもらって問題ない。行政も地域医療構想の理解が足りない。何かおかしいこ

とがあったら、すぐに日本医師会に連絡していただきたい。

（有床診療所の在り方）

地域包括ケアとか、介護と有床診療所を結ぶというのは皆さんが思うほど簡単な

ことではない。民間事業者に完全にシェアを取られている中で、我々が参入する

のは並大抵のことではない。有床診療所の先生が介護もやっていくのであれば、

まずは地域密着型の介護施設の嘱託医になって、その関係で病床を使うようにす

るなど手はある。そういうことを有床診療所の先生が理解しない限り、机上の空

論になってしまう。

医療機関が運営するというところで、内容に差をつければ、患者さんは来るのでは

ないか。

民間事業者はなかなか素早いので、生易しいものではないということを自覚しな

がら、自分たちがどういう形で参入していくかを考えなければならなし、。

介護事業者の処分もいろいろ出ているので、安全で、安心な介護を提供できるのは

医療機関だということを強く言っていく必要がある。そこをどれだけアピーノレで

きるかではないか。

有床診療所の今までの「5つの機能」を少し変える時期に来ているのではないか。

人口減少、医療密度などの社会的環境や、地域包括ケア型とか専門特化型とか、

そういう分類をして、そこから有床診療所の先生が自分の診療所はここに該当し

て、これからどういう風にやっていかなければならないかといった感じがつかめ

るような形にできないか。

重要なご指摘である。有床診療所の診療圏として、二次医療圏とか市町村ではま

だ大きすぎて、地域包括ケアシステムの単位でみていかないとわからないのでは

ないか。

専門医療でも、地方型と大都市型とでだいぶ違う。そのあたりの分類をはっきり
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． 
させて答申をまとめた方が、会員の先生方には有用であると思う。

有床診療所で医療だけしかやっていないところもあるが、介護に対する理解もな

いと生き残っていけないだろう。

地域のキーステーションとして、オープンベッドという概念を是非入れてもらわ

ないといけなし、。

在宅医療が国策となる中、在宅医療専門の開業の先生も増えている。在宅で開業

した先生方が、果たして、人員の少ない有床診療所に患者さんをお願いするかど

うか。病院と在宅医療専門診療所が連携して診るような形も考えられ、そうする

と有床診療所の立ち位置は、ただ単に地域包括ケアの中のキーになるということ

では生き残れないのではないか。

在宅医療も問題があって、おしかけの在宅医療になっている面もある。そのため、

診療所とトラブPルが絶えず、頭を痛めている。

（人材の確保について）

中問答申として、 20 2 5年までの短中期として、人材確保の観点を中心とした

診療報酬改定要望、税制改正要望を行う。

～複数医師～

第三者に承継できるような形をとらなければならないので、複数医師加算を上げ

てもらう必要がある。

複数医師を配置した場合のメリットはどのくらいあるのか。

休みが取りやすいという点はあるが、医師はそれぞれ診療方針がかなり異なるの

で、そのあたりの調整にはかなりの工夫と労力が必要である。しかし、 1人でや

れることは限られているので、複数医師体制をうまく活用する必要がある。

産婦人科では、手術や緊急事態の際に、近隣の診療所の医師に手伝ってもらった

り、少し留守番を頼んだりということはしょっちゅうある。

同じ診療科の複数医師と、違う診療科の複数医師は全く異なる。医療安全の面か

らも、複数医師は大きなメリットである。複数医師のメリットを全面的に出せる

とよいのではないか。

たとえば、私は整形外科だが、内科的な全身管理には弱いので内科と組んだほう

がやりやすい。診療科をまたいでうまく組み合わせられれば、非常に心強いし、

地域のかかりつけ医の機能としても非常に大事だろう。

～看護職等～

医師不足よりも看護師不足で病棟規模の縮小、病床廃止が起こっている。

看護職員の確保は非常に厳しい状況になっており、看護補助者の活用が必要だが、

現状では5点しかついておらず何の足しにもならない。人に対する評価をしても

らわないと、有床診療所に期待される機能を果たせない。

介護施設の介護福祉士等に対して処遇改善の補助が出るが、それによって准看護
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師の給与を超えてしまう。看護職から給与の不満が出て、給与アップがなければ

辞めるという声も出ている。処遇改善の補助はありがたいが、いきなり看護職を

飛び越えるような補助ではなく、バランスを考えてほしい。

准看護学校が全国的にどんどん減っている。徳島では、 8年前に県の看護学校と

医師会の看護学校を合併し、県と一緒に運営している。行政を巻き込むことが大

事ではないかと思う。また、中国四国と九州地区の医師会立の看護学校が集まっ

て協議会を開いているが、こういう協議会があると活性化するので、他の地域で

もやった方がよい。

准看護学校については看護協会の理解が得られないとなかなかうまくいかないと

思う。長崎でも 2年前までの看護協会長が准看に対する理解がなく、予算も取れ

なかった。医師会と看護協会とでもう少し理解しあって、准看の必要性を訴えて

いかないといけない。

准看のレベルアップも必要なので、准看から看護師になるという基本姿勢を打ち

出して、看護協会に授業や実習への協力要請をしている。

看護協会として准看の養成を停止したいということは間違いないので、准看から

看護師になりやすいような形で、看護協会と手を組んだ方がよい。准看はいた方

がいいが、いずれはなくなる時代が来ることを我々も意識しながらやっていかな

ければならないだろう。

有床診療所は夜間に看護職を配置しなくても法的には問題ないが、今の時代に入

院患者がいるのに看護職が当直していないというのは社会的にも問題があるので

はないかと思う。そのあたりの対応を考えていかなければならない。

働き方改革にからめて、労働基準局があちこちに入っている。監督官の裁量によ

るところが大きい点が問題である。ちょっと容態の惑い患者をケアするとか、宿

直で認められるかの境目がグレーで、もし宿直が認められず夜勤という形になる

と、看護職員が非常に不足する中で病棟閉鎖につながってしまう。医師がかけつ

ける体制を取っていればいいと思うが、なかなか世間的には通用しないのが、非

常に厳しいところである。

看護職側からみれば、宿直ではなく夜勤であれば行ってもいいという感じもある。

将来的にも、よほど恵まれた地域でない限り、看護職員に限らず人員の確保は非

常に難しくなる。そういう意味で外国人材の活用もしなければならないのではな

いかという話になる。

人を介さない見守りのシステムなどの活用も考えられる。

（診療報酬関係）

無床の眼科の先生が高齢の患者の手術をして、家に帰すのは心配なので有床診療

所に2、3日入院させてほしいということだったのが、入院基本料を算定したら

全て戻された。こういう点も改善してもらわないと、連携ができない。

日帰り手術の点数があるので、入院させるとなると、それに反するからではない

のか。眼科の先生がどのように請求しているか、確認してからの方がよい。
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例えば心筋梗塞があるとか不整脈があるとか、そうし、う事情であれば通るのでは

ないか。

（防火対策）

消防の点検と、建築基準法の定期報告という別々の制度があり、それぞれ業者に

多額の費用を払わなければならない。非常に負担が大きいので、一本化してもら

いたい。

管轄が異なるため、一本化は難しいかもしれない。不幸な火災事故があっての適

用なのである程度やむを得なし、かと思うが、金額的には大きいので、例えば保健

所でできる調査があればそちらでやることなども考えてはどうか。

スプリンクラーの補助金が、平成30年度で 18 0億円余っている。平成31年

は50億円ついているが、毎年予算の消化に苦労している。設置義務のない有床

診療所でも付けるに越したことはないので、各地でスプリンクラーの設置を勧め

てていただきたい。予算を消化しないと、予算がつかなくなる恐れがある。

スプリンクラーの設置は、承継とも関係する。承継に目処がついていれば付ける。

スプリンクラー設置後8年経過をすれば、たとえ有床診療所を廃止しでも返還義

務は生じない。

（その他）

医療審議会で、病院が有床診療所を吸収合併したいという案が出ており、非常に

頭の痛いところである。我々の仲間の有床診療所の先生が辞めたあと、その施設

を売れるというのはその先生にとっては非常に有益であり、むげには反対できな

し、。

最後に斎藤委員長より、小玉常任理事とも相談して、執筆分担を検討したいとのコ

メントがあった。

7. その他

く 20 1 9年度委員会開催日程＞

第1回 5月30日（木）

第2回 7月 18日（木）

第3困 9月 19日（木）

第4回 11月7日（木）

1 4時30分～ 16時30分

1 4時30分～ 16時30分

1 4時30分～ 16時30分

1 5時～17時（終了後懇親会）
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「 有診IN 0102① 

素案
令和元年7月 日

日 本医師会

会長横倉義武殿

有床診療所委員会

委員長粛藤義郎

有床診療所委員会中問答申

～令和2年度診療報酬改定・税制改正要望を中心に～

本委員会は、平成30年 10月31日に開催された第1回委員会において、貴職

より「中長期的に見た、地域における有床診療所のあり方についてJ検討するよう

諮問を受け、これまでO回の委員会を開催し、議論を重ねてまいりました。

有床診療所が、中長期的にも地域でその機能を果たしていくためには、安定運営

とスムーズな承継が必要であります。

そこで本委員会では、次期診療報酬改定及び税制改正に向けて、別添の通り要望

を取りまとめましたので、ご報告申し上げます。

今後の診療報酬改定、税制改正に向けた議論に、本委員会の意見を反映していた

だきたく、お願い申し上げます。

本委員会では、引き続き、中長期的に見た有床診療所のあり方について、検討を

重ねてまいります。

1 



可

目 次

1. はじめに

2. 人材確保の観点を中心とした診療報酬改定要望

3. その他の人材確保対策について

4. 有床診療所の承継について

5. おわりに

2 



？ 

, .はじめに

厚生労働省の医療施設動態調査によれば、 20 1 9年2月現在の有床診療所数は68 

08施設で、ついに7千を割った。 2009年1月には 11,520施設あった有床診療

所が、 10年で4苦手lも減少したことになる。

この著しい減少の背景には、患者の大病院志向等により入院患者が減少していること

もあるが、診療報酬の低さから病床を維持することが困難であること、さらに看護職員

等の確保が困難であることなどが挙げられる。

しかし、この大変厳しい状況の中でもまだ7千近くの有床診療所が存在しているのは

なぜか。地域医療において不可欠な存在だからである。有床診療所は、最大で19床の

ため、経営効率が悪い。無床化したほうがさまざまな面で負担が軽減されることはわか

っているが、地域住民・患者から存続の要望もあり、医師としての使命感から病床を維

持していると言っても過言ではない。

有床診療所のベッドの役割は、病院のベッドと同じではない。在宅患者の急変時の受

け入れ、ショートステイ、看取りなど、身近な場所で、地域や患者さんのニーズに応じ

て、個別的な対応が可能である。この柔軟性、多様性が有床診療所の大きな特徴であ

り、今後も有効な社会資源として活用していくべきである。

本委員会では、短期的、中長期的な視点に分けて有床診療所の在り方を検討している

が、その前提として有床診療所の安定運営とスムーズな承継が必要であり、本中問答申

では、診療報酬改定要望及び承継について述べることとする。
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2. 人材確保の観点を中心とした診療報酬改定要望

( 1) 2018年度診療報酬改定の評価について

有床診療所は地域包括ケアシステムで中心的役割を果たすことが期待されており、

2018年度診療報酬改定では、有床診療所の「地域包括ケアモデル（医療・介護）Jとし

て、介護サービスを提供していれば入院基本料1～3を算定できることとなり、また介

護連携加算も新設された。有床診療所在宅復帰機能強化加算についても、平均在院日数

が 90日以内と緩和され、点数も引き上げられるなど、一定の評価がなされたところで

ある。

しかしながら、全国有床診療所連絡協議会が行った調査では、 2018年 9～10月の収

入が1年前の問時期に比べ減収となったことがわかった。介護連携加算の算定施設では

前年比増収となっているが、非算定施設と比べると有意差は見られなかった。介護サー

ビスを提供する有床診療所にとっては有用な加算と思われるが、期待されたほどの効果

は見られなかったということになる。

これは、介護サービスを提供する有床診療所が少ないことや、点数が少し引き上げら

れでも、病床稼働率が上がらなければ、有床診療所の経営を改善するまでには至らない

ことを意味する。病床稼働率を上げるには人員の確保は必須であり、また、働き方改革

の流れに沿って勤務環境の改善にも努める必要がある。

人材確保の観点から以下の通り要望する。

(2）看護職員・看護補助者の確保について

1）看護補助者配置加算の引き上げについて

有床診療所の看護職員が確保困難な要因として、入院にかかる診療報酬上の評価が

低いため病院に比べて待遇に差が出てしまうこと、また、少ない人員で患者を看なけれ

ばならないため、一人にかかる負担が大きくなってしまうことが挙げられる。

日医総研の「平成29年有床診療所の現状調査J1では、夜間の職員数（看護職員＋補

助職員）が2人以上の施設は29.5%であり、 1人体制の施設が 51.5%に上ったo

看護職員の負担を軽減するためには、看護補助者の活用が有用であるが、現実には看

護補助者の確保も難しくなっている。これは、日本全体としての労働力不足の影響や、

介護施設の介護職員の処遇改善（後述）の影響が考えられる。

1日医総研ワーキング、ペーパーNo,394「平成29年有床診療所の現状調査」（江口成美）
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有床診療所の看護補助者を確保するには、少なくとも今以上の待遇改善が必要とな

るが、現行の看護補助配置加算は、 1人1日あたり 5～10点で人件費には遠く及ばな

い状況である。看護補助者の確保につなげられるよう、以下の通り、看護補助配置加算

の引き上げを要望する。

一方、医療機関側も、有床診療所で働くやりがいを満足させる仕組みづくりが必要で

ある。

現行点数 要望

看護配置加算1 40点

看護配置加算2 20点

夜間看護配置加算1 85点

夜間看護配置加算2 35点

看護補助配置加算1 10点

看護補助配置加算2 5点

2）介護福祉士等の処遇改善について

深刻な介護人材不足を背景に、国はこの 10年間ほど、介護職員の賃金の底上げを図

ってきた。しかし、これによって、介護人材が介護施設・事業所に流れ、医療機関にお

ける看護補助者の確保が困難となっていることは大きな問題である。さらには、介護福

祉士の給与が看護職員の給与を上回る事態となり、医療機関側は看護職員の給与を引

き上げざるを得ず、負担となっている。

そのような中、 2019年 10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において、介

護職員等特定介護職員等特定処遇改正加算（特定加算）が創設され、これに投じる公費

1000億円の算定根拠が「介護サービス事業所における勤続年数 10年以上の介護福祉

士について、月額平均 8万円相当の処遇改善を行う」とされたことは、現場に衝撃を

与えた。

この特定加算は、趣旨を損なわない程度で、事業所内の配分に当たり、事業所の判断

でその他の職員の処遇改善にも充てることが可能となったことから、今後診療所の看

護職員まで介護施設へ移ることも懸念される。

医療機関での勤務と介護施設での勤務を比べれば、医療機関の患者の方がより状態
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が重く、従事者の負担はより大きいと恩われる。介護職員の処遇改善については、働く

場所で区別されるべきではなく、医療機関で働く看護補助者も対象とすべきである。

(3）医師の勤務負担の軽減について

1）複数医師体制の確保について

休床・無床化の要因の第3位は、医師の勤務負担と高齢化である 1。働き方改革の観

点からも医師の勤務負担の軽減が求められており、有床診療所も複数医師体制を確保

していく方向で考えなければならない。

有床診療所の医師数は、常勤換算で1人医師が 30.5%、2人未満が 18.4%、2人以

上3人未満が 33.8%、3人以上が 16.3%となっている 1o 2人以上の有床診療所は5

割程度あるが、医師配置加算は60～88点であり、複数の医師の人件費に足るものでは

ない。親子で運営している場合は、おそらく院長の給与を引き下げて、子の給与にあて

ているものと思われる。

しかし、こうした形でしか運営が成り立たないとしサ状況は改善しなければならな

し、。

なぜならば、高齢となった医師が有床診療所の機能を地域に残すためには、親子での

承継だけでなく、第三者への承継が行える体制を確保することが必要だからである。仮

に今は親子での承継が可能であったとしても、その次の世代で親子承継ができるとは

限らない。複数の医師で一緒に診療をしながら、徐々に自然な形で承継していくこと

は、とても大きなメリットがある。地域住民・患者にとっても、かかりつけ医機能が継

続されることは、非常に大きな安心につながるものである。

複数の医師で運営するに足る医師配置加算の引き上げを要望する。

現行点数 要望

医師配置加算1 88点

－当該診療所の医師数が2以上かっ、次の

いずれかに該当すること

－在宅療養支援診療所で訪問診療を実施

－急性期医療を担う診療所

医師配置加算2 60点

－当該診療所の医師数が2以上
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2）診療所医師事務作業補助体制加算の創設について

病院勤務医の負担軽減のため「医師事務作業補助体制加算jが設けられているが、有

床診療所は算定できない。有床診療所についても、算定できるよう要望する。ただし、

有床診療所が病院と同等の加算要件を満たすことは困難であるため、一部要件の緩和

をお願いしたい。

なお、徳島県においては、基金の中で「医師事務作業補助者配置支援事業」が実施さ

れる予定である。これは、主に、診療報酬の医師事務作業補助体制加算の埜塞盆の医療

機関を対象としたものであり、有床診療所での活用も期待される。

・徳島県平成 31年度医師事務作業補助者配置支援事業（案）

補助対象機関 次のいずれかの要件を満たす医療機関とする。
①診療報酬の医師事務作業補助体制加算の対象外の医療機関
②診療報酬の医師事務作業補助体制加算の対象病院であるが、補助者の増

員が加算の額に影響を与えない病院
補助対象者の要 本事業の対象となる補助者の要件は次の通りとする。
件 ①平成31年4月1日以降に新たに雇用した補助者（派遣又は直接雇用）で

あること。
②補助者は、予め 32時間研修を受けた者又は配置後 6か月以内に 32時間

研修を受けるもの、かっ受託医療機関の常勤職員（週 4日以上常態とし
て勤務し、かっ所定労働時聞が週 32時間以上である者）と同じ勤務時間
以上勤務を行うものであること。

補助対象経費 医師事務作業補助者の配置に必要な給与費（給料、諸手当、共済費等）、派遣
業者へ支払う各種手薄雨量、研修費（医師事務作業補助者の基礎知識習得に
係る研修に限る）

補助基準額等 補助基準額は、対象となる補助対象者1人あたり 2,500千円とし、補助率は
1/2、補助上限額は補助対象者1人あたり 1,250千円とする。

(4）重負担（認知症患者等）部分の評価について

※ひとまず事務局で作成しましたが、委員の先生に執筆をお願いしたい部分です。

患者の高齢化に伴い、認知症のある患者も増えている。日医総研の調査では、有床診

療所の入院患者で、認知症がない「自立jの患者は 25.6%（ただし、無回答、不明がそ

れぞれ23.8%、3.1%）で、一般病床の入院患者でも、自立度N （日常生活に支障をき

たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状

態）の患者が 8.2%、自立度M （著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が

見られ、専門医療を必要とする状態）が 3.0%となっている。

看護職員や看護補助者の負担は非常に大きく、これらについても、診療報酬上の手当
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てをお願いしたい。

(5）有床診療所が算定できない診療報酬について

診療報酬の中には、病院しか算定できないものが存在するため、病院での経験を生

かした治療を有床診療所で実施することが困難で、あったり、他の点数で算定せざるを

得ない状況がある。

専門医療を提供する有床診療所として機能を十分発揮できるよう、有床診療所の届

出も認めるよう改定をお願いしたい。

例 1.体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 K768

施設基準の届出様式において、「当該届出は、病院である保険医療機関のみ可能で

あること」とされている。そのため、病院で数多くの症例を実施してきた医師であ

っても、有床診療所での実施をあきらめたケースがある。

例2：早期悪性腫蕩大腸粘膜下層剥離術 K721-4

これも施設基準の届出が病院のみとされているため、例えば日本消化器内視鏡学

会から指導施設に認定されている有床診療所で、技術を持った医師が実施する場合

でも、当該点数を算定することはできず、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術j と

して算定するケースがある。

(6）診療報酬体系（加算等）の簡素化について

要検討
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3. その他の人材確保対策について

( 1）地域医療介護総合確保基金等の活用

地域医療総合確保基金は、「骨太の方針」で、区分1の地域医療構想の実現に向けた

計画に重点配分することを求めていることを踏まえ、区分 1に5割以上が配分される

状況が続いている。

基金創設当初には、事業事例として有床診療所の看護職員の確保に関する事業も示

されていたが、なかなか各県で実現することがなかった。

静岡県では、平成30年度の基金において、「在宅医療後方支援体制整備事業」とし

て、有床診療所を対象に、夜間・休日対応のために、医師又は看護職員を新たに雇用し

た場合の給与・報酬を補助する事業が実施された。有床診療所の人員確保のための事業

として有用で、あるが、要件が厳しいとの芦もあり、改善の必要があると言える。

・静岡県在宅医療後方支援体制整備事業

助成先 以下の条件を全て満たす有床診療所
・在宅医療を実施する有床診療所であること
・補助申請の前月末時点で非稼働病床があること
・夜間及び休日に在宅療養患者に対応する体制を取ること
・医師又は看護職員を新たに雇用すること
・地盤において在宅医療の後方支盤のために必要とされる診療所で

あること→凶域医療構想調整会議等において必要性が合意されるこ｜
｜と。｜

対象経費 夜間・休日：対応のために、医師又は看護職員を新たに雇用した場合の
給与・報酬
＝今補助対象経費＝医師・看護師の給与時間単価×夜間・休日の勤務時
間
・新規雇用のほか、夜間及び休日に在宅療養患者に対応する体制を取
るため、すでに雇用している医師・看護職員の勤務時間の培加、非常
勤の常勤化も含む。

（略）

補助基準額 〔医師〕夜間： 70千円／日、休日： 50千円／日
〔看護師〕夜間： 28千円／目、休日： 20千円／日

補助率 県： 1/2、事業者 1/2

補助期間 保健医療計画中間見直しに準じて3年間（～2020年度）
平成30年度予算 56,000千円 ※11,200千円（ 1施設上限）×5施設

（初年度は、地域内での合意形成を見込み上限6か月）
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(2）市町村独自予算による補助

横浜市では、「横浜市有床診療所看護師夜間勤務手当補助金」事業が平成30年度よ

り実施されている。これも、在宅医療患者の急変対応や看取り、レスパイト等の受け入

れを行う体制にある有床診療所を対象としたものである。

各地域で在宅医療提供体制の整備を考える中で、行政としても、有床診療所の機能に

期待し、支援する動きが出始めている。地域の医師会等を中心に、行政に対して改めて

有床診療所の機能をアピーノレしていくことも必要で、あろう。

・横浜市有床診療所看護師夜間勤務手当補助金

補助対象医療機関 次のすべてに該当する有床診療所
・市内で在宅医療を受けている患者の急変対応や看取り、レスパ
イト等の受入を行う体制にある市内の有床診療所
・本補助金申請日が属する年度の前年度において、在宅医療を受
けている患者の急変や看取り時、レスパイト等の受入実績が年間
12件以上あること。
・在宅医療連携拠点と緊急一時入院の協定を結んでいること。

対象経費等 在宅医療を受けている患者の急変対応や看取り、レスパイト等に
備え、夜間帯に勤務する看護師の夜間勤務手当の2分の 1 （ただ
し、 1医療機関1月あたり上限10万円）
※補助の対象や夜間勤務手当のみ。他の手当等は含まれない。
※夜間勤務手当は、各医療機関が就業規則等で定めたもののみを
対象とする。（明確に夜間勤務手当が定められていない場合は対象
とならない）

( 3）看護職員の宿日直・夜勤について

有床診療所の夜間の看護職員・介護職員の確保が困難な状況にあることは前述の通

りである。そのため、有床診療所では「夜勤」ではなく、「宿直Jとしているところも

少なくない。

この宿直の取り扱いについて、労働基準監督署から指摘を受ける有床診療所もある

ことから、ここで整理をしておきたい。

厚生労働省は、「医師・看護師の宿直は、医療法で義務付けられる2ものである関係か

ら、医師・看護師の本来の業務であっても特定の軽易な業務（定時巡回、定時検混脈等）

については、宿直勤務中に処理しでも差し支えないJとの解釈が示されている。また、

「医師・看護師等の宿日直許可の基準」（下図）において、昼間と同態様の労働に従事

することが稀にあっても、一般的に見て睡眠が十分に取り得るものである限り、宿直の
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許可を取り消すことなく、時間外労働の手続きを行い、割増賃金を支払うこととされて

いる（下記参照）。

有床診療所は、これらの基準を遵守していくとともに、労働基準監督署においても現

状の解釈を十分踏まえた対応をお願いしたい。

i
 

？
 

山

21
b
 

r
 

4、t

三宿日直の回数
静可申対車となる宿直;l!.l;I:日直の勤務闘鍬については、宿直勤務

については週ー圏、日直勤務については月ー回を限度とすること．た
だし‘畠跡事串掴，三勤務する18歳以上白書で法律」ヒ宿直;l!.fま日直
幸行いうるすベての者に宿直;l!.fi:日直をさせてもなお不足でありかっ
勤務の労働密度が剤い繍合には、宿直;l!.f立田直離務由実蝕に応じて、
週一回を超え晶宿直、月四国を超える日直についても許可して差し貰
えないこと．

i回その他
i 宿直.務については‘捕当由睡眠陵情由甑置を畢件とする也ので
あること．

〈ヱ）

右によって宿直白許可が与えられた繍官、宿直中に、突発的立事故による
応畠息者切診療;l!.fi:）－院‘血者自死亡、出産等が晶仏威川Ii:医師が署醜
綿棒に予め命じた処置を行わしめる噂思聞企間圏構由明幽に世書留す＜！.：：介副
揖 1＝晶つでもー曲射11＝・で睡眠剖脊骨にkりう晶も由であ晶園”宿直由酔冒
走車且温玄五車皐ふそ由時聞について法蹄担乗又は第36象鱒1項＝よる盛血
蛙蛍岨由単観森井削占的．筒37量抑制措置金脊宣払わしめる田植いヨ与するZ

ι．従って、宿直のために泊まり込む医師、'1tll飾帯の数量宿直白隠に担当
する風者敵kとの関係晶るいは量敵病院帯に夜間華院する畠痢血者の先生車
との関係帯から見て、右目如き血主閉勉強(I)_労働lζ従事する慣が常簡で
あ晶よろt~~.由についで世間由附陥日田町祉なL九（ il . . . 13 

(4）医師不足への対応

地域や診療科による偏在は即座には解消されないが、医学教育の段階から、地域医療

の重要性や有床診療所の存在価値等を説くことは重要である。超高齢社会における医

師の役割を見直し、若手医師を中心に医師自らが適正配置に努めるべきである。

また、有床診療所における医師不足による負担軽減を図るため、大学等多くの若手医

師が在籍する機関から交代制などで地域の有床診療所に定期的に医師を派遣する仕組

みが構築できないか。
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4.事業承継税制と税制要望

( 1）個人版事業承継税制について

平成 31年度税制改正で、「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予

及び免除制度（いわゆる個人版事業承継税制）」が 10年間の時限措置（平成田年4月

1日～令和 10年 12月31日の問）として新設された。有床診療所を経営する個人開業

医師も適用を受けることができる。税の優遇対象とされる事業用資産には、宅地等のほ

か建物や医療用機器等を含む一定の減価償却資産が該当する。また、これら事業用資産

に対する納税額の全額（100%）が納税猶予及び免除の対象とされる点など画期的な内

容となっている。

ところで、この特例では、適用を受けた個人事業者の法人成りについて、「特定申告

期限の翌日から 5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例事

業用資産の移転であるときは、特例事業用資産の移転につき納税地の所轄税務署長の

承認を受けた場合には、当該承認に係る移転はなかったものとみなされ、現物出資によ

り取得した株式又は持分は納税猶予特例を受ける特例事業用資産とみなされる。」と規

定されている。この取扱いの対象は「会社」であり医療法人は含まれない。さらに「現

物出資により取得した・持分は納税猶予特例を受ける特例事業用資産とみなされる。」

と規定されており、「持分なし」しか新規設立が認められない医療法人はまったく規定

の対象外となる。そうすると、個人版事業承継税制を活用して事業承継した後継医師

は、医療法人成りと同時に納税猶予全額と利子税を併せて納税しなければならない。そ

こで、個人版事業承継税制を活用して事業承継した場合でも、その効果を享受したまま

後継医師が医療法人成りの選択ができるよう制度が改正されることを要望する。

(2）医療法人の事業承継について

1）持分の定めのある社団医療法人を中小企業の事業承継税制の対象に加えること

中小企業の事業承継税制には「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予及び

免除制度」が設けられている。平成30年度税制改正では 10年間の時限措置として

特例の抜本的拡充が行われ、納税猶予割合が80%から 100%に拡大されるとともに、

1人の後継者でなく最大3人の後継者に対する承継も優遇税制の対象とされ、事業承

継後5年平均で雇用の8割維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予継続可能と
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された。そのため、改正後の特例適用者は飛躍的に数が増加している。ところで、平

成 18年の改正医療法により「経過措置医療法人」に位置付けられた「持分の定めの

ある社団医療法人Jは、医療法人全体の 70%余りであるにもかかわらず、この税制の

適用対象に含まれていない。医療法において「当分の間」存続が認められる法人とい

う位置づけが理由かと考えるが、医療法人は、地域包括ケアシステム構築には必要不

可欠な法人であること、「持分」は私有財産であって持分放棄は強制できないこと、労

働集約型の法人である医療法人は雇用の確保に多大なる貢献をしていることなどか

ら、他の中小企業同様、「持分の定めのある社団医療法人」もこの税制の対象とされる

よう要望する。

2）持分の定めのある社団医療法人の出資評価の見直し

持分の定めのある社団医療法人において、持分を有する社員に相続が起こった場合、

出資評価は、国税庁財産評価基本通達194-2で評価される。評価方法の一つに類

似業種比準価額方式があるが、これは、取引相場のない株式や出資について、配当・

利益・純資産の3要素を上場会社に準拠して評価する方法をいう。ところで、医療法

人は、医療法第 54条で配当が禁止されているため、 3要素のうち配当を除いた 2要

素で評価額が計算されている。その結果、営利企業に比して評価額が割高に算定され

事業承継を危うくするリスクが高まる結果となる場合が多い。税法上、持分の定めの

ある社団医療法人は営利企業と同等の扱いで課税されることが多く、また、配当が禁

止されている医療法人の社員の退社時に出資持分を時価で払い戻して利益を得た場

合には配当所得課税がされている。これらの点も勘案すると、出資評価において、イ

コールフッティングの観点から営利企業と同等の評価方法がとられるべきと考える。

具体的には、現行の評価方法を見直し、取引相場のない株式で無配当のものと同様に

計算式の分母を「2」から「3Jに改め、分子に置くべき配当要素を「0」とするよ

う要望する。

3）認定医療法人制度の適用期限延長について

平成26年 10月 1日から 3年間の時限措置として設けられた「認定医療法人制度J

は、医療法改正より認定要件に「運営に関する要件」が加えられ、併せて、税制上「持

分なし」への移行時のみなし贈与課税が非課税とされて、令和 2年 9月 30日まで適

用期限が延長された。しかし、その期限も残すところ 1年余りとなったo 出資持分を
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有する社員にとって持分とは私有財産であり、持分放棄という選択は後戻りのできな

い選択肢のーっとなっている。その決断には十分な検討の時聞が必要であり、また、

出資社員が複数いる場合には同意のための意見調整に多大な時間を要する。さらに、

認定要件のなかの「運営に関する要件」は、遊休財産の制限や法令違反の事実がない

ことなど8つの具体的な内容で構成されているが、すべてを満たすための準備に数年

を要する場合がある。持分放棄に向けた検討と同意のための時間確保、 8要件クリア

のための準備期間確保、これらのため、認定医療法人制度の適用期限を延長すること

を要望する。
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5.おわりに

今後も各地域で有床診療所を継続していくためには、それぞれの地域の人口構成の変

化等を踏まえ、地域でどのような機能が必要とされているのかを把握し、その中で、自

院が提供できる機能を明確にすることが必要である。

高齢化と人口減少が進む地方では、有床診療所が地域のキーステーションとなって、

無床診療所や介護施設等との連携をさらに強化していくことが求められるであろう。

また、専門医療に特化した有床診療所は、少ない人員体制で専門医療を効率的に提供

可能な施設として、今後もその役割が期待される。

これらについて、本答申に向けてさらに検討を重ねていきたい。
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[ill 令和元年7月 日

日本医師会

会 長横倉義武殿

有床診療所委員会

委員長斎藤義郎

有床診療所委員会中問答申

～令和2年度診療報酬改定・税制改正要望を中心に～

本委員会は、平成30年 10月31日に開催された第1回委員会において、貴職

より「中長期的に見た、地域における有床診療所のあり方について」検討するよう

諮問を受け、これまでO回の委員会を開催し、議論を重ねてまいりました。

有床診療所が、中長期的にも地域でその機能を果たしていくためには、安定運営

とスムーズな承継が必要であります。

そこで本委員会では、次期診療報酬改定及び税制改正に向けて、別添の通り要望

を取りまとめましたので、ご報告申し上げます。

今後の診療報酬改定、税制改正に向けた議論に、本委員会の意見を反映していた

だきたく、お願い申し上げます。

本委員会では、引き続き、中長期的に見た有床診療所のあり方について、検討を

重ねてまいります。
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1 .はじめに

厚生労働省の医療施設動態調査によれば、 20 1 9年2月現在の有床診療所数は68 

08施設で、ついに7千を割った。 2009年1月には 11,520施設あった有床診療

所が、 10年で4寄lも減少したことになる。

この著しい減少の背景には、患者の大病院志向等により入院患者が減少していること

もあるが、診療報酬の低さから病床を維持することが困難であること、さらに看護職員

等の確保が困難であることなどが挙げられる。

しかし、この大変厳しい状況の中でもまだ7千近くの有床診療所が存在しているのは

なぜか。地域医療において不可欠な存在だからである。有床診療所は、最大で19床の

ため、経営効率が悪い。無床化したほうがさまざまな面で負担が軽減されることはわか

っているが、地域住民・患者から存続の要望もあり、医師としての使命感から病床を維

持していると言つでも過言ではない。

有床診療所のベッドの役割は、病院のベッドと同じではない。在宅患者の急変時の受

け入れ、ショートステイ、看取りなど、身近な場所で、地域や患者さんのニーズに応じ

て、個別的な対応が可能である。この柔軟性、多様性が有床診療所の大きな事f徴であ

り、今後も有効な社会資源として活用していくべきである。

本委員会では、短期的、中長期的な視点に分けて有床診療所の在り方を検討している

が、その前提として有床診療所の安定運営とスムーズな承継が必要であり、本中問答申

では、診療報酬改定要望及び承継について述べることとする。
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2. 人材確保の観点を中心とした診療報酬改定要望

( 1) 2018年度診療報酬改定の評価について

有床診療所は地域包括ケアシ只テムで中心的役割を果たすことが期待されており、

2018年度診療報酬改定では、有床診療所の『地域包括ケアモデル（医療・介護）」とし

て、介護サービスを提供していれば入院基本料1～3を算定できることとなり、また介

護連携加算も新設された。有床診療所在宅復帰機能強化加算についても、平均在院日数

が 90日以内と緩和され、点数も引き上げられるなど、一定の評価がなされたところで

ある。

しかしながら、全国有床診療所連絡協議会が行った調査では、 2018年 9～10月の収

入が1年前の同時期に比べ減収となったことがわかった。介護連携加算の算定施設では

前年比増収となっているが、非算定施設と比べると有意差は見られなかった。介護サー

ピスを提供する有床診療所にとっては有用な加算と思われるが、期待されたほどの効果

は見られなかったということになる。

これは、介護サービスを提供する有床診療所が少ないことや、点数が少し引き上げら

れても、病床稼働率が上がらなければ、有床診療所の経営を改善するまでには至らない

ことを意味する。病床稼働率を上げるには人員の確保は必須であり、また、働き方改革

の流れに沿って勤務環境の改善にも努める必要がある。

人材確保の観点から以下の通り要望する。

(2）看護職員・看護補助者の確保について

1）看護補助者配置加算の引き上げについて

有床診療所の看護職員が確保困難な要因として、入院にかかる診療報酬上の評価が

低いため病院に比べて待遇に差が出てしまうこと、また、少ない人員で患者を看なけれ

ばならないため、一人にかかる負担が大きくなってしまうことが挙げられる。

日医総研の「平成29年有床診療所の現状調査JIでは、夜間の職員数（看護職員＋補

助職員）が2人以上の施設は 29.5%であり、 1人体制の施設が 51.5%に上った。

看護職員の負担を軽減するためには、看護補助者の活用が有用であるが、現実には看

護補助者の確保も難しくなっている。これは、日本全体としての労働力不足の影響や、

介護施設の介護職員の処遇改善（後述）の影響が考えられる。

1日医総研ワーキングペーパーNo,394r平成29年有床診療所の現状調査J（江口成美）
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有床診療所の看護補助者を確保するには、少なくとも今以上の待遇改善が必要とな

るが、現行の看護補助配置加算は、 1人1日あたり 5～10点で人件費には遠く及ばな

い状況である。看護補助者の確保につなげられるよう、以下の町、看護補助配即日算

の引き上げを要望する。！......・e・ . ・・・・・・・・・－・一一一一一一一一一一一一一－－－－－・ --1コメシトの帥回国由美子1］具糊な点数を示し

一方、医療機関側も、有床診療所で働くやりがいを満足させる仕組みづくりが必要で ｜て嬰盟しますか．

ある。

現行点数 要望

看護配置加算1 40点

看護配置加算2 20点

夜間看護記置加算1 85点

夜間看護配置加算2 35怠

看護補助配置加算1 10点

看護補助配置加算2 5点

2）介護福祉士等の処遇改善について

深刻な介護人材不足を背景に、国はこの 10年間ほど、介護職員の賃金の底上げを図

ってきた。しかし、これによって、介護人材が介護施設・事業所に流れ、医療機関にお

ける看護補助者の確保が困難となっていることは大きな問題である。さらには、介護福

祉士の給与が看護職員の給与を上回る事態となり、医療機関側は看護職員の給与を引

き上げざるを得ず、負担となっている。

そのような中、 2019年 10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において、介

護職員等特定介護職員等特定処遇改正加算（特定加算）が創設され、これに投じる公費

1000億円の算定根拠が「介護サービス事業所における勤続年数 10年以上の介護福祉

士について、月額平均 8万円相当の処遇改善を行うjとされたことは、現場に衝撃を

与えた。

この特定加算は、趣旨を損なわない程度で、事業所内の配分に当たり、事業所の判断

でその他の職員の処遇改善にも充てることが可能となったことから、今後診療所の看

護職員まで介護施設へ移ることも懸念される。

医療機関での勤務と介護施設での勤務を比べれば、医療機関の患者の方がより状態
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が重く、従事者の負担はより大きいと恩われる。介護職員の処遇改善については、働く

場所で区別されるべきではなく、医療機関で働く看護補助者も対象とすべきである。

(3）医師の勤務負担の軽減について

1）複数医師体制の確保について

休床・無床化の要因の第3／：立は、医師の勤務負担と高齢化であるら働き方改革の観

点からも医師の勤務負担の軽減が求められており、有床診療所も複数医師体制を確保

していく方向で考えなければならない。

有床診療所の医師数は、常勤換算で1人医師が 30.5%、2人未満が 18.4%、2人以

上3人未満が 33.8%、3人以上が 16.3%となっている九 2人以上の有床診療所は5

割程度あるが、医師配置加算は60～88点であり、複数の医師の人件費に足るものでは

ない。親子で運営している場合は、おそらく院長の給与を引き下げて、子の給与にあて

ているものと恩われる。

しかし、こうした形でしか運営が成り立たないという状況は改善しなければならな

u、。

なぜならば、高齢となった医師が有床診療所の機能を地域に残すためには、親子での

承継だけでなく、第三者への承継が行える体制を確保することが必要だからである。仮

に今は親子での承継が可能であったとしても、その次の世代で親子承継ができるとは

限らない。複数の医師で一緒に診療をしながら、徐々に自然な形で承継していくこと

は、とても大きなメリットがある。地域住民・患者にとっても、かかりつけ医機能が継

続されることは、非常に大きな安心につながるものである。

複数の医師で運営するに足る医師配置加算の引き上げを要望する。

現行点数 陣室副
医師配置加算1 88点

－当該診療所の医師数が2以上かつ、次の

いずれかに該当すること

－在宅療養支援診療所で訪問診療を実施

・急性期医療を担う診療所

医師配置加算2 60点

－当核診療所の医師数が2以上
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2）診療所医師事務作業補助体制加算の創設について

病院勤務医の負担軽減のため「医師事務作業補助体制加算」が設けられているが、有

床診療所は算定できない。有床診療所についても、算定できるよう要望する。ただし、

有床診療所が病院と同等の加算要件を満たすことは困難であるため、一部要件の緩和

をお願いしたい。

なお、徳島県においては、基金の中で「医師事務作業補助者毘置支援事業」が実施さ

れる予定である。これは、主に、診療報酬の医師事務作業補助体制加算の蓋盆盆の医療

機関を対象としたものであり、防床診療所での活用も期制さ良弘－－－…－ lコメントの追加［酉田由美子3）：在輔の要件がある

・徳島県平成31年度医師事務作業補助者配置支援事業（案）

補助対象機関 次のいずれかの要件を満たす医療機関とする．
①診療報酬の医師事務作業補助体制加揮の盤金金の医療機関
＠診療報酬の医師事務作業補助体制加算の対象病院であるが、補助者の増

員が加算の額に影響を与えない病院
補助対象者の要 本事業の対象となる補助者の要件は次の通りとする。
件 ①平成31年4月l日以降に新たに雇用した補助者（派遣又は直接雇用）で

あること．
②補助者は、予め 32時間研修を受けた者又は配置後6か月以内に 32時間

研修を畳けるもの、かっ畳託医療機関の常勤職員（週 4日以上常態とし
て勤務し、かっ所定労働時聞が週32時間以上である者）と同じ勤務時間
以上勤務を行うものであること。

補助対象経費 医師事務作業補助者の国置に必要な給与費（給料、諸手当、共済費等）、派遣
業者へ支払う各種手薄雨量、研修費（医師事務作業補助者の基礎知蹴習得に
係る研修に限る）

補助基準額等 補助基準額は、対象となる補助対象者1人あたり 2,500千円とし、補助串は
1/2、補助上限額は補助対象者1人あたり 1,250千円とする。

(4）重負担（認知症患者等）部分の評価について

※ひとまず事務局で作成しましたが、委員の先生に執筆をお願いしたい部分です。

患者の高齢化に伴い、認知症のある患者も増えている。日医総研の調査では、有床診

療所の入院愚者で、認知症がない「自立」の患者は25.6%（ただし、無回答、不明がそ

れぞれ23.8%、3.1%）で、一般病床の入院忠者でも、自立度N （日常生活に支障をき

たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状

態）の患者が8.2%、自立度M （著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が

見られ、専門医療を必要とする状態）が 3.0%となっている。

看護職員や看護補助者の負担は非常に大きく、これらについても、診療報酬上の手当
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てをお願いしたい。

(5）有床診療所が算定できない診療報酬について

診療報酬の中には、病院しか算定できないものが存在するため、病院での経験を生

かした治療を有床診療所で実施することが困難であったり、他の点数で算定せざるを

得ない状況がある。

専門医療を提供する有床診療所として機能を十分発揮できるよう、有床診療所の届

出も認めるよう改定をお願いしたい。

例 1. 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 K768

施設基準の届出様式において、「当該届出は、病院である保険医療機関のみ可能で

あることJとされている。そのため、病院で数多くの症例を実縮してきた医師であ

っても、有床診療所での実施をあきらめたケースがある。

例2：早期悪性腫揚大腸粘膜下層剥離術 K721・4

これも施設基準の届出が病院のみとされているため、例えば日本消化器内視鏡学

会から指導施設に認定されている有床診療所で、技術を持った医師が実施する場合

でも、当該点数を算定することはできず、 f内視鏡的大腸ポロープ・粘膜切除術Jと

して算定するケースがある。

(6）診療報酬体系（加算等）の簡素化について

要検討
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3. その他の人材確保対策について

( 1）地域医療介護総合確保基金等の活用

地域医療総合確保基金は、『骨太の方針」で、区分1の地域医療構想の実現に向けた

計画に重点配分することを求めていることを踏まえ、区分1に5割以上が配分される

状況が続いている。

基金創設当初には、事業事例として有床診療所の看護職員の確保に関する事業も示

されていたが、なかなか各県で実現することがなかった。

静岡県では、平成30年度の基金において、「在宅医療後方支援体制整備事業jとし

て、有床診療所を対象に、夜間・休日対応のために、医師又は看護職員を新たに雇用し

た場合の給与・報酬を補助する事業が実施された。有床診療所の人員確保のための事業

として有用であるが、要件が厳しいとの声もあり、改善の必要があると言える。

・静岡県在宅医療後方支援体制整備事業

助成先 以下の条件を全て満たす有床診療所
・在宅医療を実施する有床診療所であること
－補助申精の前月末時点で非稼働病床があること
－夜間及び休日に在宅療養患者に対応する体制を取ること

・地医師墳又には看護職員を新たに雇用すること
おいて在宅医療の後方支援のために必要とされる診療所で

主怯桑パ主よ→挫盤医療構想調整会議等において必要性が合意されるこ

対車経費 夜間・休日対応のために、医師又は看護職員を新たに雇用した場合の
給与・報酬
＝今補助対象経費z医師・看護師の給与時間単価×夜間・休日の勤務時
間

－新規雇用のほか、夜間及び休日に在宅療養息者に対応する体制を取
るため、すでに雇用している医師・看護職員の勤務時聞の増加、非常
勤の常勤化も含む。

（略）

補助基準額 ［医師〕夜間： 70千円／目、休日・ 50千円／日
［看護師］夜間・ 28千円／目、休日： 20千円／日

補助串 県： 1/2、事業者1/2

補助期間 保健医療計画中間見直しに準じて3年間［～2020年度）

平成30年度予算 56, 000千円 ※11,200千円 (1施設上限）×5施設
（初年度は、地域内での合意形成を見込み上限6か月）
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(2）市町村独自予算による補助

横浜市では、「横浜市有床診療所看護師夜間勤務手当補助金J事業が平成30年度よ

り実施されている。これも、在宅医療息者の急変対応や看取り、レ旦パイト等の受け入

れを行う体制にある有床診療所を対象としたものである。

各地域で在宅医療提供体制の整備を考える中で、行政としても、有床診療所の機能に

期待し、支援する動きが出始めている。地域の医師会等を中心に、行政に対して改めて

有床診療所の機能をアピーノレしていくことも必要であろう。

・横浜市有床診療所看護師夜間勤務手当補助金

補助対象医療機関 次のすべてに該当する有床診療所
－市内で在宅医療を受けている患者の急変対応や看取り、レスパ
イト等の受入を行う体制にある市内の有床診療所
・本補助金申請日が属する年度の前年度において、在宅医療を受
けている患者の急変や看取り時、レスパイト等の受入実績が年間
12件以上あること．
－在宅医療連携拠点と緊色一時入院の協定を結んでいること．

対象経費等 在宅医療を受けている患者の急変対応牛若取り、レスパイト等に
備え、夜間帯に勤務する看護師の夜間勤務手当の2分の 1 （ただ
し、 1医療機関1月あたり上限10万円）
※補助の対象や夜間勤務手当のみ。他の手当等は宮まれない。
※夜間勤務手当は、各医療機闘が就業規則等で定めたもののみを
対象とする。（明確に夜間勤務手当が定められていない場合は対象
とならない）

( 3）看護職員の宿日直・夜勤について

有床診療所の夜間の看護職員・介護職員の確保が困難な状況にあることは前述の通

りである。そのため、有床診療所では「夜勤Jではなく、「宿直』としているところも

少なくない。

この宿直の取り扱いについて、労働基準監督署から指摘を受ける有床診療所もある

ことから、ここで整理をしておきたい。

厚生労働省は、「医師・看護師の宿直は、医療法で義務付けられる2ものである関係か

ら、医師・看護師の本来の業務であっても特定の軽易な業務（定時巡回、定時検温脈等）

については、宿直勤務中に処理しても差し支えないJとの解釈が示されている。また、

「医師・看護師等の宿日直許可の基準」（下図）において、昼間と同態様の労働に従事

することが稀にあっても、一般的に見て睡眠が十分に取り得るものである限り、宿直の

10 

、．



許可を取り消すことなく、時間外労働の手続きを行い、割増賃金を支払うこととされて

いる（下記参照）。

有床診療所は、これらの基準を遵守していくとともに、労働基準監督署においても現

状の解釈を十分踏まえた対応をお願いしたい。

ー圃圃圃圃圃圃組踊圃，u昆・Bid・語圏園周圃圃・・・・・・圃図面凪且畠畠且届園圃圃圃圃圃圃
〈ー・3 医錦．穫量師等の衝1UI濁r：ついては．次に掲げる~併のすぺてを兎 ー勤趨向OIi傑
たす編舎には．箆府知則徳三十三条の齢苛を与えるよ号川取扱ラこと． イ＊舗としてJ釜＂ J凶僧働省与す屯・仇－剖紅u・.. ・mAをaめるも

川阻出闘の柚品目叫柏崎町坦踊世鵬 盤出掛概禁法務鰐恐梨県主F
S綜同開終7齢相・醐油開制盟限同国間ふ.11'' C酬として‘醐捌蜘酬曲乱船出・出刊、捕

塑温室L令官叫血叫日間咽胆醐ι盟雌 i 言語議出官邸lι視野沼紛~＊ぃrA＼~こと・
惚｝型＇＇＂＂従事する.務 I<.－，量淘宿直織泊以外！：It.ft限定銭＂li!.JI. ….... 1n•11r:tJ..!.L,1:t11>am•tt:'•&… 
繕槍の栂置場与.. 事H.t.lLlll-ll'in 玄怯凶噛聞の繁盛Ji昆ゑζ~.機ヨて

下2c=1に掲げるような昼間と同信様の...は曾iれ＇＂.：＂と．

《3）！舞聞に十分暖鴫念也ガうること．
付〉省以’Sに宿直：a,1年可の陳の要件を流たしていること．

省によpて澗砲の齢苛が与えられた勾合、..眠中＂、突先的，，，事棋による

~~事~＝~，：占~混！f~i：.開i払，！＼：官民主熱
盤鐙謹選戦協際機量錦織轍謙繋鼠
径盆鍾盈呈録乏.l:E,_ι也盆泣象，，muttまま払担占Dt峰崎主ゑz
l:.. 縫って．宿直のた怖にiall~リ込む阪飾．省銀舗等の織布鷹の際己凋治
する庖者ヨ＇＂畑関係~る北吋ま当..繍隙相ζ夜間衆院する勉’a脅の，量生周民

謡監匙盗i盆盟盤盤盟盤豊富P官由主

三鷹飼直の園撤
併珂＂＇対象となる布陣又は B竃(J)，出荷闘肢については．種目量動務

については週ー翻.em:幽務r:ついてはR同盟を鰻度とする＝と．た
だし．当....喝広島衝する1aam..1::.0>舎で法修.t宿直又＇＂＂直
を行いラるす’《ての響！こ宿直又，...をさせても叡お不定でありかっ
創務の労働密度が鱒い$舎には宿直又は日商業務の実箪＇＂＇じて．
週ー闘を組える書留E、局自国を趨える悶留についても梼可して掌し支
えないこと．

四lその他 ' 
宿直＆I貨については．相揃の腹規段憾の餓橿を録件とするもので

あること．
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(4）医師不足への対応｜ 一一一一 一一一－－・・・・・・・・・ ・............ •·••• ...... いントの追加恒国由美刊欄間メ五円

地域や診療科による偏在は即座には解消されないが、医学教育の段階から、地域医療

の重要性や有床診療所の存在価値等を説くことは重要である。超高齢社会における医

師の役割を見直し、若手医師を中心に医師自らが適正記置に努めるべきである。

また、有床診療所における医師不足による負担軽減を図るため、大学等多くの若手医

師が在籍する機関から交代制などで地域の有床診療所に定期的に医師を派遣する仕組

みが構築できなし晴元
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4.陣承継税制と税制要劃..・e・－一一 令． ....・e・－一 一一一一一一／いシトの追加匝田由美珂・闘員糊

( 1）個人版事業承継税制について

平成 31年度税制改正で、 f個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予

及び免除制度（いわゆる個人版事業承継税制）Jが 10年間の時限措置（平成31年4月

1日～令和 10年 12月 31日の間）として新設された。有床診療所を経営する個人開業

医師も適用を受けることができる。税の優遇対象とされる事業用資産には、宅地等のほ

か建物や医療用機器等を含む一定の減価償却資産が該当する。また、これら事業用資産

に対する納税綴の全額（100%）が納税猶予及び免除の対象とされる点など画期的な内

容となっている。

ところで、この特例では、適用を受けた個人事業者の法人成りについて、「特定申告

期限の翌日から 5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例事

業用資産の移転であるときは、特例事業用資産の移転につき納税地の所轄税務署長の

承認を受けた場合には、当該承認に係る移転はなかったものとみなされ、現物出資によ

り取得した株式又は持分は納税猶予特例を受ける特例事業用資産とみなされるロJと規

定されている。この取扱いの対象は「会社Jであり医療法人は含まれない。さらに「現

物出資により取得した目・持分は納税猶予特例を受ける特例事業用資産とみなされる。J

と規定されており、「持分なし」しか新規設立が認められない医療法人はまったく規定

の対象外となる。そうすると、個人版事業承継税制を活用して事業承継した後継医師

は、医療法じ人成りと同時に納税猶予全額と利子税を併せて納税しなければならない。そ

こで、個人版事業承継税制を活用して事業承継した場合でも、その効果を享受したまま

後継医師が医療法人成りの選択ができるよう制度が改正されることを要望する。

(2）医療法人の事業承継について

1）持分の定めのある社団医療法人を中小企業の事業承継税制の対象に加えること

中小企業の事業承継税制には「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予及び

免除制度jが設けられている。平成30年度税制改正では 10年間の時限措置として

特例の抜本的拡充が行われ、納税猶予割合が80%から 100%に拡大されるとともに、

1人の後継者でなく最大3人の後継者に対する承継も優遇税制の対象とされ、事業承

継後5年平均で雇用の8害I］維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予継続可能と
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された。そのため、改正後の特例適用者は飛践的に数が増加している。ところで、平

成 18年の改正医療法により「経過措置医療法人」に位置付けられた「持分の定めの

ある社団医療法人」は、医療法人全体の70%余りであるにもかかわらず、この税制の

適用対象に含まれていない。医療法において「当分の問」存続が認められる法人とい

う位置づけが理由かと考えるが、医療法λは、地域包括ケアシステム構築には必要不

可欠な法人であること、「持分」は私有財産であって持分放棄は強制できないこと、労

働集約型の法人である医療法人は雇用の確保に多大なる貢献をしていることなどか

ら、他の中小企業同様、『持分の定めのある社団医療法人』もこの税制の対象とされる

よう要望する。

2）持分の定めのある社団医療法人の出資評価の見宜し

持分の定めのある社団医療法人において、持分を有する社員に相続が起こった場合、

出資評価は、国税庁財産評価基本通達194-2で評価される。評価方法の一つに類

似業種比準価額方式があるが、これは、取引相場のない株式や出資について、配当・

利益・純資産の3要素を上場会社に準拠して評価する方法をいう。ところで、医療法

人は、医療法第 54条で配当が禁止されているため、 3要素のうち配当を除いた 2要

素で評価額が計算されている。その結果、営利企業に比して評価額が割高に算定され

事業承継を危うくするリスクが高まる結果となる場合が多い。税法上、持分の定めの

ある社団医療法人は営利企業と同等の扱いで課税されることが多く、また、西日当が禁

止されている医療法人の社員の退社時に出資持分を時価で払い戻して利益を得た場

合には記当所得課税がされている。これらの点も勘案すると、出資評価において、イ

コールフッティングの観点から営利企業と同等の評価方法がとられるべきと考える。

具体的には、現行の評価方法を見直し、取引相場のない株式で無配当のものと同様に

計算式の分母を「2」から「3」に改め、分子に置くべき配当要素を「OJとするよ

う要望する。

3）認定医療法人制度の適用期限延長について

平成26年 10月 1日から 3年間の時限措置として設けられた「認定医療法人制度」

は、医療法改正より認定要件に f運営に関する要件jが加えられ、併せて、税制上 f持

分なしJへの移行時のみなし贈与課税が非課税とされて、令和 2年 9月 30日まで適

用期限が延長された。しかし、その期限も残すところ 1年余りとなった。出資持分を
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有する社員にとって持分とは私有財産であり、持分放棄という選択は後戻りのできな

い選択肢のーっとなっている。その決断には十分な検討の時間が必要であり、また、

出資社員が複数いる場合には同意のための意見調整に多大な時聞を要する。さらに、

認定要件のなかの I運営に関する要件」は、遊休財産の制限や法令違反の事実がない

ことなど8つの具体的な内容で構成されているが、すペてを満たすための準備に数年

を要する場合がある。持分放棄に向けた検討と同意のための時間確保、 8要件クリア

のための準備期間確保、これらのため、認定医療法人制度の適用期限を延長すること

を要望する。
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5. おわりに

今後も各地域で有床診療所を継続していくためには、それぞれの地域の人口構成の変

化等を踏まえ、地域でどのような機能が必要とされているのかを把握し、その中で、自

院が提供できる機能を明確にすることが必要である。

高齢化と人口減少が進む地方では、有床診療所が地域のキーステーションとなって、

無床診療所や介護施設等との連携をさらに強化していくことが求められるであろう。

また、専門医療に特化した有床診療所は、少ない人員体制で専門医療を効率的に提供

可能な施設として、今後もその役割が期待される。

これらについて、本答申に向けてさらに検討を重ねていきたい。
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ヨE 令和元年7月 日

日本 医 師 会

会長横倉義武殿

有床診療所委員会

委員長斎藤義郎

有床診療所委員会中問答申

～令和2年度診療報酬改定・税制改正要望を中心に～

本委員会は、平成30年 10月31日に開催された第1回委員会において、貴職

より「中長期的に見た、地域における有床診療所のあり方について」検討するよう

諮問を受け、これまでO回の委員会を開催し、議論を重ねてまいりました。

有床診療所が、中長期的にも地域でその機能を果たしていくためには、安定運営

とスムーズな承継が必要であります。

そこで本委員会では、次期診療報酬改定及び税制改正に向けて、別添の通り要望

を取りまとめましたので、ご報告申し上げます。

今後の診療報酬改定、税制改正に向けた議論に、本委員会の意見を反映していた

だきたく、お願い申し上げます。

本委員会では、引き続き、中長期的に見た有床診療所のあり方について、検討を

重ねてまいります。
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1 .はじめに

厚生労働省の医療施設動態調査によれば、 20 1 9年2月現在の有床診療所数は68・

0 8施設で、ついに7千を割った。 2009年1月には11,520施設あった有床診療・

所が、 10年で4割も減少したことになる。

この著しい減少の背景には、患者の大病院忘向等により入院患者が減少していること・

もあるが、診療報酬の低さから病床を維持することが困難であること、さらに看護職員

等の確保が困難であることなどが挙げられる。

しかし、この大変厳しい状況の中でもまだ7千近くの有床診療所が存在しているのは

なぜか。地域医療において不可欠な存在だからである。有床診療所は、最大で 19床の

ため、経営効率が悪い。無床化したほうがさまざまな面で負担が軽減されることはわか

っているが、地域住民・患者から存続の要望もあり、医師としての使命感から病床を維,-., 
持していると言っても過言ではない。

有床診療所のベソドの役割は、病院のベッドと同じではないp 在宅也、古ーの急変H干の受

け入れ、ンヨートステイ、看取りなど、身近な酬で、G也肘附さん今＝ーズに応じ

r:恥咽榊脳同l正：が可能である。この柔軟性、多酬が有床診旅所の大きな特徴であ

り、今後も有効な社会資献として活用していくべきである。

本委員会では、短期的、中長期的な視点に分けて有床診療所の在り方を検討している

が、その前提として有床診療所の安定運営とスムーズな承継が必要であり、本中問答申

では、診療報酬改定要望及び承継について述べることとする。
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2. 人材確保の観点を中心とした診療報酬改定要望

( 1) 2018年度診療報酬改定の評価について

有床診療所は地域包括ケアシステムで中心的役割を果たすことが期待されており、

2018年度診療報酬改定では、有床診療所の「地域包活ケアモデノレ（医療・介護）Jとし

て、介護サービスを提供していれば入院基本料1～3を算定できることとなり、また介

護連携加算も新設された。有床診療所在宅復帰機能強化加算についても、平均在院日数

が 90日以内と緩和され、点数も引き上げられるなど、一定の評価がなされたところで

ある。

しかしながら、全国有床診療所連絡協議会が行った調査では、 2018年日～10月の収

入が1年前の同時期に比へ減収となったことがわかった。介護連携加算の算定施設では

前年比増収となっているが、非算定施設と比べると有意差は見られなかった。介護サー

ビスを提供する有床診療所にとっては有用な加算と思われるが、期待されたほどの効果

は見られなかった山長叫柿。 句上け＇fl1:f1ht ( 
これは、介護サーピスを提供する有床診療所が少ないことや、点数が少し引！ぎ上げら

同も、病床稼働率が上がらなければ、伊診療所私営を改善するまでにl立至らない ー は叫、

ことを献す旬。病床稼働率を上げるには⑬の確保は必須であり、また、働き方改革 1 jル）
の流れに沿っτ勤務環境の改善にも努める必要がある。

人材確保の観点から以下の通り要望する。

(2）看護職員・看護補助者の確保について

1）看護補助者配置加算の引き上げについて

有床診療所の看護職員が確保困難な要因として、入院にかかる診療報酬上の評価が

低いため病院に比べて待遇民組エ同長と、また、少ない人員で患者を看なけれ がイ色、、
ばならないため、 人にかかる負担が大きくなってしまうことが挙げられる。

日医総研の「平成 29年有床診療所の現状調査JIでは、夜間の職員数（看護職員＋補

助職員）が2人以上の施設は 29.5%手削、 1人体申ljの施設が 51.5%に上った。 I乙止杓
看護職員の負担を怪減するためには、看護補助者の活用が有用であるが、現実には看

護補助者の確保も難しくなっている。これは、日本全体としての労働力不足の影響や、

介護施設の介護職員の処遇改善（後述）の影響が考えられる。

l日医総研ワーキングペーパ－No,394r平成田年有床診療所の現状調査」（江口成美）
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有床診療所の看護補助者を確保するには、少なくとも今以上の待遇改善が必要とな

るが、現行の看護補助配置加算は、 l人1日あたり 5～10点で人件費には遠く及ばな

い状況である。看護補助者の確保につなげられるよう、以下の通り、看護補助配置加算

の引き上げを要望する。

一方、医療機関側も、有床診療所で働くやりがいを満足させる仕組みづくりが必要で

ある。

現行点数 要望

看護配置加算1 40点 Lも

看護配置加算2 20点 すもヲ仁
夜間看護We憧加算 1 85点 托て＞－－ I加
夜間看護配置加算2 35点 too 杭
看護補助配置加算 1 10点 ！司。

看護補助配置加算2 5点 ,, 
2）介護福祉土等の処過改善について

深刻な介護人材不足を背景に、国はこの 10年間ほど、介護職員の賃金の底上げを図

ってきた。しかし、これによって、介護人材が介護施設・事業所に流れ、医療機関にお

ける看護補助者の確保が困難となっていることは大きな問題である。さらには、介護福

祉士の給与が看護職員の給与を上回る事態となり、医療機関側は看護職員の給与を引

き上げざるを得ず、負担となっている。

そのような中、 2019年 10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において、介

護職員等特定介護職員等特定処遇改正加算（特定加算）が創設され、これに投じる公費

1000億円の算定根拠が「介護サービス事業所における勤続年数 10年以上の介護福祉

士について、月額平均 8万円相当の処遇改善を行う」とされたことは、現場に衝撃を

与えた。

この特定加算は、趣旨を損なわない程度で、事業所内の配分に当たり、事業所の判断

でその他の職員の処遇改善にも充てることが可能となったことから、今後診療所の看

護職員まで介護施設へ移ることも懸念される。

医療機関での勤務と介護施設での勤務を比べれば、医療機関の患者の方がより状態

5 
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して主要望しますか．

（何等かの彼拠のある点数が示せるかどうか）

それとも、点数は示さず挺望しますか。

後者の羽合、下の設は削除します．
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が重く、従事者の負担はより大きいと思われる。介護職員の処遇改善については、働く

場所で区別されるべきではなく、医療機関で働く看護補助者も対象とすべきである。

(3）医師の勤務負担の軽減について

1）複数医師体制の確保について

休沫・無床化の要因の第3位は、医師の勤務負担と高批である l也主主控宝邑
斗ふ舟甚師骨劫務負｛孟νノ芸品ムぷ」、心Uuそ唱＋、有床診療所も複数医師体制を確保、晶一一一一一 -- F ヨー守..

していく方向で考えなければならない。

有床診療所の医師数は、常勤換算で1人医師が 30.5%、2人米両が 18.4%、2人以

上3人未満が 33.8%、3人以上が 1ι3%となっている 1, 2人以上の有床診療所は5

割程度あるが、医師配置加算はω～88点であり、複数の医師の人件費に足るものでは

ない。親子で運営している場合は、おそらく院長の給与を引き下げて、子の給与にあて

ている伊時出も率。l モ~｝
しかし、こうした形でしか運営が成り立たないという状況は改善しなければならな

し、。

なぜならば、高齢となった医師が有床診療所の機能を地域に残すためには、親子での

承継だけでなく、第三者への承継が行える体制を確保することが必要だからである。仮

に今は親子での承継が可能であったとしても、その次の世代で親子承継ができるとは

限らない。複数の医師で一緒に診療をしながら、徐々に自然な形で承継していくこと

は、とても大きなメリットがある。地域住民・患者にとっても、かかりつけ医機能が継

続されることは、非常に大きな安心につながるものである。

i，；.主 J'•\ .複数の医師で運営するに足る医師配置加算の引き上げを要望する。

現行点数 要望

医師配置加算1 88点

－当該診療所の医師数が2以上かっ、次の

いずれかに該当すること

・在宅療養支援診療所で訪問診療を実施

・急性期医療を担う診療所

医師配置加算2 60点
ニWC>

－当該診療所の医師数が2以上
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2）診療所医師事務作業補助体制加算の創設について

病院勤務医の負担軽減のため「医師事務作業補助体制加算」が設けられているが、有

床診療所は算定できない。有床診療所についても、算定できるよう要望する。ただし、

有床診療所が病院と同等の加算要件を満たすことは困難であるため、一部要件の緩和

をお願いしたい。

なお、徳島県においては、基金の中で「医師事務作業補助者配置支援事業」が実施さ

れる予定である。これは、主に、診療報酬の医師事務作業補助体制加算の盆墾盆の医療

機関を対象としたものであり、有床診療所での活用も期待される。

・徳島県 平成 31年度医師事務作業補助者配置支援事業（案）

補助対象機関 次のいずれかの要件を満たす医療機関とする。
①診療報酬の医師事務作業補助体制加算の盆盆盆の医療機関
②診療報酬の医師事務作業補助体制加算の対象病院であるが、補助者の増

員が加算の額に影響を与えない病院
補助対象者の嬰 本事業の対象となる補助者の要件は次の通りとする。
件 ①平成31年4月l日以降に新たに雇用した補助者（派遣又は寵接雇用）で

あること。
②補助者は、予め 32時間研修を受けた者又は配置後6か月以内に 32時間

研修を受けるもの、かつ受託医療機関の常勤職員（週 4日以上常態とし
て勤務し、かつ所定労働時聞が週32時間以上である者）と同じ勤務時間
以上勤務を行うものであること。

補助対象経費 医師事務作業補助者の配置に必要な給与費（給料、諸手当、共済費等）、派遣
業者へ支払う各種手薄雨量、研修費（医師事務作業補助者の基礎知識習得に
係る研修に限る）

梢助基準額等 補助基準額は、対象となる補助対象者l人あたり 2,500千円とし、補助串は
1/2、補助上限額は補助対象者1人あたり 1,250千円とする。

( 4）重負担（認知症患者等）部分の評価について

後ひとまず・1,:;,i51,,jで11'J&L主したが、長i:t"'>t1Uこ；＼I'Piをお府ル、したい部分です。

忠者の高齢化に伴い、認知症のある患者も増えている。日医総研の調査では、有床診

療所の入院患者で、認知症がない「自立Jの患者は 25.6%（ただし、無回答、不明がそ

れぞれ23.8%、3.1%）で、一般病床の入院患者でも、自立度N （日常生活に支障をき一たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状

態）の患者が 8.2%、自立度M （著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が

見られ、専門医療を必要とする状態）が 3.0%となっている。

看護職員や看護補助者の負担は非常に大きく、これらについても、診療報酬上の手当
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てをお願いしたい。

升
( 5）有床診療所が算定できない診療報酬について／

診療報酬の中には、病院しか算定できないものが存在するため、病院での経験を生

かした治療を有床診療所で実施することが困難であったり、他の点数で算定せざるを

得ない状況がある。

専門医療を提供する有床診療所として機能を十分発揮できるよう、有床診療所の届

出も認めるよう改定をお願いしたい。

例1.体外術聖書波腎・尿管結石破砕術 K768 

施設基準の届出様式において、「当該届出は、病院である保険医療機関のみ可能で

あること」とされている。そのため、病院で数多くの症例を実施してきた医師であ

っても、有床診療所での実施をあきらめたケースがある。

例 2：早期悪性腫揚大腸粘膜下層剥離術 K721・4

これも施設基準の届出が病院のみとされているため、例えば日本消化器内視鏡学

会から指導施設に認定されている有床診療所で、技術を持った医師が実施する場合

でも、当該点数を算定することはできず、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術Jと

して算定するケースがある。

( 6）診療報酬体系（加算等）の簡素化について

•it IJ¥?・t 
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3. その他の人材確保対策について

( 1)地域医療介護総合確保基金等の活用

地域医療総合確保基金は、「骨太の方針」で、区分1の地域医療構想の実現に向けた

計画に重点配分することを求めていることを踏まえ、区分1に5割以上が配分される

状況が続いている。

基金創設当初には、事業事例として有床診療所の看護職員の確保に関する事業も示

されていたが、なかなか各県で実現することがなかった。

静岡県では、平成 30年度の基金において、「在宅医療後方支援体制整備事業」とし

て、有床診療所を対象に、夜間・休日対応のために、医師又は看護職員を新たに雇用し

た場合の給与・報酬を補助する事業が実施された。有床診療所の人員確保のための事業

として有用であるが、要件が厳しいとの声もあり、改善の必要があると言える。

・静岡県在宅医療後方支援体制整備事業

助成先 以下の条件を全て満たす有床診療所
－在宅医療を実施する有床診療所であること
・補助申椅の前月末時点で非稼働病床があること
－夜間及び休日に在宅療養患者に対応する体制を取ること
・医師又は看護職員を新たに履用すること
－地域において在宅医療の後方支援のために必要とされる診療理で

開ょι→凶域医療構想鯛技会議等において必要性が合意されるこ｜

対象活費 夜間・休日対応のために、医師又は看護職員を新たに履用した場合の
給与・報酬
＝今楠助対象経費＝医師・看護師の給与時間単価×夜間・休日の勤務時
間
－新規雇用のほか、夜間及び休日に在宅療養患者に対応する体制を取
るため、すでに雇用している医師・看護職員の勤務時間の増加、非常
勤の常勤化も含む。

（略）

補助基準額 〔医師〕夜間 70千円／目、休日 50千円／日
〔看護師〕夜間 28千円／目、休日 20千円／日

補助串 県 1/2、事業者 1/2

補助期間 保健医療計画中間見直しに準じて3年間（～2020年度）

平成30年度予算 56,000千円 ※11,200千円（ 1施設上限）×5施設
（初年度は、地域内での合意形成を見込み上限6か月）
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( 2）市町村独自予算による補助

横浜市では、「横浜市有床診療所看護師夜間勤務手当補助金」事業が平成30年度よ

り実施されている。これも、在宅医療愚者の急変対応や看取り、レスパイト等の受け入

れを行う体制にある有床診療所を対象としたものであるロ

各地域で在宅医療提供体制の整備を考える中で、行政としても、有床診療所の機能に

期待し、支援する動きが出始めている。地域の医師会等を中心に、行政に対して改めて

有床診療所の機能をアピーノレしていくことも必要であるう。

・横浜市有床診療所看護師夜間勤務手当補助金

補助対象医療機関 次のすべてに該当する有床診療所
－市内で在宅医療を受けている患者の急変対応や看取り、レスパ
イト等の畳入を行う体制にある市内の有床診療所
－本補助金申請日が属する年度の前年度において、在宅医療を畳
けている患者の急変や看取り時、レスパイト等の受入実績が年間
12件以上あること。
・在宅医療連携拠点と緊急一時入院の協定を結んでいること。

対象経費等 在宅医療を受けている患者の急変対応や看取り、レスパイト等に
備え、夜間帯に勤暗する看護師の夜間勤務手当の2分の 1 （ただ
し、 1医療機関1月あたり上限10万円）
※補助の対象や夜間勤日若手当のみ。他の手当等は含まれない。
※夜間勤務手当は、各医療機関が就業規則等で定めたもののみを
対象とする。（明確に夜間勤務手当が定められていない場合は対象
とならない）

(3）看護職員の宿日直・夜勤について

有床診療所の夜間の看護職員・介護職員の確保が困難な状況にあることは前述の通

りである。そのため、有床診療所では「夜勤」ではなく、「宿直Jとしているところも

少なくない。

この宿直の取り扱いについて、労働基準監督署から指摘を受ける有床診療所もある

ことから、ここで整理をしておきたい。

厚生労働省は、「医師・看護師の宿直は、医療法で義務付けられる2ものである関係か

ら、医師・看護師の本来の業務であっても特定の軽易な業務（定時巡回、定時検温脈等）

については、宿直勤務中に処理しても差し支えない」との解釈が示されている。また、

「医師・看護師等の宿日直許可の基準J（下図）において、昼間と同態様の労働に従事

することが稀にあっても、一般的に見て睡眠が十分に取り得るものである限り、宿直の

10 
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許可を取り消すことなく、時間外労働の手続きを行い、割増賃金を支払うこととされて

いる（下記参照）。

有床診療所は、これらの基準を遵守していくとともに、労働基準監督署においても現

状の解釈を十分踏まえた対応をお願し、したい。

圃圃圃四回壇画面省蹟闘賞踊砲事田園圃｜
《－l医師‘看鼠噸簿の竃鹿島濁についてほ．次IC縄げる島件のすべてを先
たす渇舎には範行規則自席ニ＋三象の終可を与えるよう隊後ラこと．

｝鎗の l’睡聞の絢東ら完全一 れヒ 畠のコ巴，.ζと．即ち、
通常の 崎間縄7 も＂ .温室盈処置盟鐙益鍾扱k主位蚤盟.ltJ;!I
.. か＂幽組問会＂＂＂市民間聞』醜聞叫 ;oγ酌 IU&:h

a旦＆鑓主主主主iこと．
，，，夜間，，健司匹する家橋弘ー般の省章旗澗以外 C ＇皇室盈左堕星盟主星

鍾準金盤量乏必！！＞紅t毎Mm立主畑繍閉め＂＇殉 ，.. ct，縫 3て
下記｛二｝に縄げるよう必昼ヨ聞と開銀織の.晴l玄倉忘れ怠いζと．

(3）夜れ叩三＋分睡眠がとりうること．
(4）省以外に宿直の野司の障の蔓件を充たしているニと．

（ヱ｝
右によって荷風の野苛が与えられた調合．宿直中lζ 突先的山事紋による

応急患者の＂，又は入隣 .J!者の死亡．出産等があ仇威いは医師が宥殴
暢嘗こ予め命じた姐置を行わしめる簿昼血之園感鍾盈党員足袋室主ゑ三とだ

ー の ζつい ’＝ 
銑鑑姐盟主鍾圭と呈L金a盤足長虫盟塑宜盆圭玄銑i,l,金昼重盛恒乏主金三
＂・従 2て．宿直川ために泊まり込むB医師．者臨鋪等の微を宿直の際＂担当
する＇＂陸除との関係あるも吋玄当＂術院寄に夜間調医院する急鋳庖者の先生寧
との関係専がら見て右の制倉山阻止圃担 金＂＇＇嶋巨盆革主盈ー i魁盆毘支
が＇土有 t.t4.mt勺 L、γ陸宿衝の日開島交...盟主盤、、略｝

(4）医師不足への対応

；盛
ー助窃の陣織
イ，...として.，孟主&I!.匁員乏主義盛夏単車必Jl盟2盆を包めるも

豆盆虚構官営禁法祭時潔思~
ロ原則として．温盆鐙匁姐虫盤銀盤監宣L斐且こと．したがョτ．鎗

ax1;uu臨時剛ζ＂＂＇した時周俗＂・願書からの’ II蓄の収，.又
＂盗鐙・火災 t'i.il:を行うものについては‘許可しないも初であること．

三宿自重の国舷
許可の対震となる宿直又は自直の勧務E般については宿直助拐

については週ー固•B!I勧現について陪月一回を限IIとすること．た
だし、当践事案場＂馳窃する， aa以ょの者で埠惨よ宿直又は臼直
を行いうるすべての者に宿直又は日直をさせてもなお不足でありかっ
勘鵠の労働密度が薄い場合にほ宿重又は回目値禽務の実舗に応じて．
週ー固を阻える宿直.，－固を沼える固直についても齢可して差し支
え＇＂、 ζと．

四その他
省鹿....については．稲自の睡眠股備の2設置を象件とするもので

あるζと．
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地域や診療科による偏在は即座には解消されないが、医学教育の段階から、地域医療

の重要性や有床診療所の存在価値等を説くことは重要である。超高齢社会における医

師の役割を見直し、若手医師を中心に医師自らが適正配置に努めるべきである。

また、有床診療所における医師不足による負担軽減を図るため、大学等多くの若手医

師が在籍する機関から交代制なとeで地域の有床診療所に定期的に医師を派遣する仕組

内築時間続む

バミ'A'1 . 
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4. 事業承継税制と税制要望

( 1）個人版事業承継税制について

平成 31年度税制改正で、「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予

及び免除制度（いわゆる個人版事業承継税制）Jが 10年聞の時限措置（平成31年4月

1日～令和 10年 12月31日の聞）として新設された。有床診療所を経営する個人開業

医師も適用を受けることができる。税の優遇対象とされる事業用資産には、宅地等のほ

か建物や医療用機器等を含む一定の減価償却資産が該当する。また、これら事業用資産

に対する納税額の全額（100%）が納税猶予及び免除の対象とされる点など画期的な内

容となっている。

ところで、この特例では、適用を受けた個人事業者の法人成りについて、「特定申告

期限の翌日から 5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例事

業用資産の移転であるときは、特例事業用資産の移転につき納税地の所轄税務署長の

承認を受けた場合には、当該承認に係る移転はなかったものとみなされ、現物出資によ

り取得した株式文は持分は納税猶予特例を受ける特例事業用資産とみなされる。」と規

定されている。この取扱いの対象は「会社」であり医療法人は含まれない。さらに「現

物出資により取得した 持分は納税猶予特例を受ける特例事業用資産とみなされる。」

と規定されており、「持分なし」しか新規設立が認められない医療法人はまったく規定

の対象外となる。そうすると、個人版事業承継税制を活用して事業承継した後継医師

は、医療法人成りと同時に納税猶予全額と利子税を併せて納税しなければならない。そ

こで、個人版事業承継税制を活用して事業承継した場合でも、その効果を享受したまま

後継医師が医療法人成りの選択ができるよう制度が改正されることを要望する。

( 2）医療法人の事業承継について

1）持分の定めのある社団医療法人を中小企業の事業承継税制の対象に加えること

中小企業の事業承継税制には「非よ場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予及び

免除制度」が設けられている。平成30年度税制改正では 10年聞の時限措置として

特例の抜本的拡充が行われ、納税猶予割合が80%から 100%に拡大されるとともに、

1人の後継者でなく最大3人の後継者に対する承継も優遇税制の対象とされ、事業承

継後5年平均で雇用の8割維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予継続可能と

12 
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された。そのため、改正後の特例適用者は飛躍的に数が増加している。ところで、平

成 18年の改正医療法により「経過措置医療法人」に位置付けられた「持分の定めの

ある社団医療法人」は、医療法人全体の 70%余りであるにもかかわらず、この税制の

適用対象に含まれていない。医療法において「当分の間」存続が認められる法人とい

う位置づけが理由かと考えるが、 i医療法人は、地域包括ケアシステム構築には必要ヂ

可欠足立法人であること、［持分」は私有財産であって持分放棄は強制できなしJ、こと、労

働集約型の法人である医療法人は雇用の確保に多大なる貢献をしているととなどか

ら、他の中小企業同様、「持分の定めのある社団医療法人」もこの税制の対象とされる

よう要望する。

2）持分の定めのある社団医療法人の出資評価の見直し

持分の定めのある社団医療法人において、持分を有する社員に相続が起こった場合、

出資評価は、国税庁財産評価基本通達194-2で評価される。評価方法の一つに類

似業種比準価額方式があるが、これは、取引相場のない株式や出資について、配当・

利益・純資産の3要素を上場会社に準拠して評価する方法をいう。ところで、医療法

人は、医療法第 54条で配当が禁止されているため、 3要素のうち配当を除いた 2要

素で評価額が計算されている。その結果、営利企業に比して評価額が割高に算定され

事業承継を危うくするリスクが高まる結果となる場合が多い。税法上、持分の定めの

ある社団医療法人は営利企業と同等の扱いで課税されることが多く、また、配当が禁

止されている医療法人の社員の退社時に出資持分を時価で払い戻して利益を得た場

合には配当所得課税がされている。これらの点も勘案すると、出資評価において、イ

コールアッティングの観点から営利企業と同等の評価方法がとられるべきと考える。

具体的には、現行の評価方法を見直し、取引相場のない株式で無配当のものと同様に

計算式の分母を「2Jから「3」に改め、分子に置くべき配当要素を「OJ とするよ

ラ要望するも

3）認定医療法人制度の適用期限延長について

平成 26年 10月 l日から 3年聞の時限措置として設けられた「認定医療法人制度」

は、医療法改正より認定要件に「運営に関する要ifJが加えられ、併せて、税制上時寺j

l分なし」への移行暁のみなし贈与課税が非課税とされて、令和 2年 9月 30日まで適

用期限が延長された。しかし、その期限も残すところ l年余りとなった。出資持分を

13 



有する社員にとって持分とは私有財産であり、持分放棄という選択は後戻りのできな

い選択肢のーっとなっている。その決断には十分な検討の時間が必要であり、また、

出資社員が複数いる場合には同意のための意見調整に多大な時間を要する。さらに、

認定要件のなかの「運営に関する要件Jは、遊休財産の制限や法令違反の事実がない

ことなど8つの具体的な内容で構成されているが、すべてを満たすための準備に数年

を要する場合がある。持分放棄に向けた検討と同意のための時間確保、 8要件クリア

のための準備期間確保、これらのため、認定医療法人制度の適用期限を延長すること

を要望する。

14 



'J ‘
 ．．
 

, 

． 
、！・’

P ‘～．、．～
.. 

a
 

’．噂

．
 

－i

．
 

、1

」

．、
”、v
p
v』

‘ム
γ

市

白

ム一 、 司

5 おわりに

！， 
• _, 1 

・、 t

－

－

 

一
り
i

．、
2

・

〆

！－‘ j、
一一 1・ ’ ， －・巳.. a ・

‘ 

、．

今後も各地峨でイ・n，に診療所を継続していくためには、それぞれの地域山人ll 椛成山変

化等を踏まえ、地械でどのkうな機能が必要とされてし、るのかを但扱し、その＂＇で、 i当

院がtiHJtできる機能を明確にすることが必裂である。

出齢化と人口減少が進むj出方でl士、有床診療所が地域叫キーステーションとかっ・て、

！！！＼床診療所や介説胞設等とのill』抑をさらに強化していくごとが求められるでがろう。

主た、 iJi門医慌に判化した布l京珍味所l士、＇.）.•ない人抗体制で瑚門医味を効率的に鎚供

可能な地i設として、今後もその役割lが！間1/iされる。
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これらについて、本答申に向けてさらに検討を重ねていきたい、
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1 

重点

点数項目

入院初期加算

A108有床診療所入院

基本料

注 3有床診療所一般

病床初期加算

A109有床診療所療養

病床入院基本料

注 6救急医在宅等支

援療養病床初期加算

2 I A108有床診療所入院

重点｜基本料

有診EN 0103 

鹿子生委員

次期（ 20 2 0年度）診療報酬改定に対する要望項目

具体的内容

O名称変更と点数・日数の引上げ

地域一般入院基本料を算定する病院は「救急・在宅等支援病床初期加算」

として、 14日を限度として 1日につき 150点が加算できる。有床診療所も

年間 15万人を超える急変入院患者を受入れ、また年間 130万件を超える

患者の訪問診療を実施している。有床診療所が頑張れば病院勤務医師等、

医療従事者の負担軽減、勤務環境改善に資することになり、同じ地域医療

を支える受け皿として、病院と同ーの名称、扱いを強く要望する。

0名称変更と点数・回数の引上げ

病院の療養病棟では前回改定で評価が見直され、急性期病棟からの受入れ

の場合、「急性期患者支援療養病床初期加算」として、 14日を限度として

1日につき初O点が加算でき、また自宅等からの受入れの場合、「在宅患者

支援療養病床初期加算」として、 14日を限度として 1日につき 350点が加

算できる。同じ地域医療を支える受け皿として、病院と同ーの名称、扱い

を強く要望する。

なお、この初期加算の有床診療所と病院の格差是正については、平成25年

度の第262田中医協総会でも議論されたが、残念ながら評価の見直しがな

く現在に至っており、平成 30年度の前回改定で格差が更に拡がっている

のが現状である。

0点数の引上げ

地域包括ケアシステムの中での大きな役割が期待されている有床診療所

の病床を維持するためには経営基盤の整備、安定化が必須である。しかし、

現状の有床診療所の経営状況は厳しく、平成 29年度有床診療所の現状調

1 /3 

有床診療所

一般病床初

期加算

1日につき

100点、

7日を限度

救急・在宅

等支援療養

病床初期算

1日につき

150点

14日を限度

A108. 1.イ

861点

など

救急・在宅等

支援病床初

期加算

1日につき

150点

14日を限度

急性期患者

支援療養病

床初期加算

1日につき

300点

14日を限度

在宅患者支

援療養病床

初期加算

1日につき

350点

14日を限度

1. 000点

など



査（日医総研）では、患者 1人 1日当たり入院収入平均 25,880円に対し

て、入院費用は平均 27,745円で、入院患者1人1日当たりの収支は 1,865
A109有床診療所療養 円の赤字で年々悪化してきており、有床診療所の減少に歯止めがかかって A109. 1 
病床入院基本料 いない。多くの有床診療所では入院収支の赤字を外来収入で穴埋めしてい 994点 1. 100点

るのが現状であるが、近年の外来患者の減少傾向のなかで、穴埋めも困難 など など

になりつつある。有床診療所が存続し、地域医療に有益な病床を維持する

ためには、少なくとも入院収支の赤字解消が不可欠であり、早急かつ大幅

な入院基本料の引上げが必要である。

3 A108有床診療所入院 0点数の引上げ 医師配置 医師配置

重点 基本料 医療従事者の負担軽減を図りつつ、複数の機能を担って地域包括ケアシス 加算 加算

注5医師配置加算 テムの中で貢献するためには、有床診療所も複数医師体制が望ましい。し 1 . 88点 150点

かし、現在の加算点数では複数医師を抱えている有床診療所の経営は厳し 2. 60点 2. 100点

く、その体制維持のためには医師配置加算の大幅な引上げが必要である。

4 A108有床診療所入院 0点数の引上げ 夜間看護 夜間看護

基本料 「夜勤と当直」等の問題もあり、有床診療所において夜勤看護師確保困難 配置加算 配置加算

注6夜間看護配置 のため病床を閉じる事例も多くみられ、また看護職員の勤務環境改善のた 85点 100点

加算 めにも加算の手厚い評価を望む。 2 35点 2 50点

5 A108有床診療所入院 0点数の引上げ 看護配置 看護配置

基本料 介護報酬では人材確保のための介護人材処遇改善が実施されるが、地域包 加算 加算

注6看護配置加算 括ケアシステムの中核となる有床診療所においても看護職員の人材確保 40点 60点

が極めて困難であり、勤務環境改善のためにも加算の手厚い評価を望む。 2 20点 2 35点

6 A108有床診療所入院 0点数の引上げ 看護補助 看護補助

基本料 看護職員の確保が困難な状況で、手厚い医療を提供するためには看護補助 配置加算 配置加算

注6看護補助配置 者の配置が有効であるが、現在の加算点数はあまりにも低すぎる（現在の 10点 30点

加算 加算点数の 1回収入では、補助者 1人あたりの時間給の 30分相当分にし 2 5点 2 15点

かならない）。

7 有床診療所医師事務 0有床診療所医師事務作業補助体制加算の新設

作業補助体制加算の 病院では勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るために「医師事務作業
新設

新設 補助体制加算」が設けられているが、有床診療所では算定できない。有床

診療所でも医療勤務環境改善のためには医師事務作業補助者の活用が望
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ましい。

8 B009診療情報提供料 0要件の見直し（入院患者も算定可に）

現在、入院患者の場合、診療情報提供料は算定不可となっている。「入院中

の患者が他医療機関を受診している聞は、当該患者に係る医学管理を行つ

ていなしV との論理で、入院中の患者の他医療機関受診時の入院料が減算

されるが、その論理を逆に考えれば、他医療機関紹介時には多大な負担（特

に入院患者では膨大なデータ提供を必要とするなどの医学管理）を要する

ことから、入院患者でも情報提供料の算定が出来てしかるべきである。ま

た、退院時にも紹介元やかかりつけ医への膨大なデータを添えた詳細な情

報提供が必要欠くべからざることからしても、情報提供料が算定出来て当

然であると考える。

9 基本診療料（入院） 0入院中の患者の他医療機関への受診についての取扱い（減算）の見直し

前々回改定で減算が緩和されたが、患者本位の医療提供、医療連携を推進

するためには減算の撤廃が望ましい。入院医療機関別では、有床診療所が

入院回数の0.8%減算（次は精神科病院の 0.4%）と最も多く、経営上の損

失が大きく、強く撤廃をお願いしたい。

10 入院時食事療養費・入 0療養費の引上げ

院時生活療養費 材料費、人件費に加え消費税等が上昇する状況では、食事および生活療養

費の引上げもやむを得ない。
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続犠
夜間体制の再考（案）

働き方改革が進む中、宿直中心の夜間体制は、法令の規定により、時間外勤務規定に変え

るなどの臨機応変な対応が求められてくることである。宿直許可があれば、宿直明けの日の

通常勤務も可能であり、人材不足を補うために、昼間と同態様の労働でも宿直対応の夜間体

制をとっている医療機関も多い。働き方改革による時間外労働の削減や人員不足により、職

員一人当たりの業務量が多くなることが予想され、人件費の上昇や、入院患者からの高い満

足度の要求もあり、有床診療所の夜間体制維持は厳しさが増すが、法令遵守という壁が待っ

ている。

これからは人材難といえども、宿直勤務夜間体制のみでは夜間体制維持は難しく、医療界

あげての人材確保策を中心とした「強固な経営基盤の構築」が必須である。

働き方改革により、時間外労働が削減され、同じ職員数であれば、地域医療単位での分娩

や手術数をこなすことは難しくなり、稼働病床も低下する可能性があることである。地域包

括ケアシステムを担う有床診療所でも、人材確保が難しく、人件費も上昇し、稼働病床の低

下を招く。現在の分娩料金や、時間外や夜間の手術の診療報酬では、現状の夜間体制が維持

できず、過疎化が進む地域医療における医療供給不足や、夜間診療体制不備を招きかねない

問題となる。夜間体制の再考は、地域医療構想の見直しゃ、時間外や夜間の診療報酬を中心

とした診療報酬の見直しの再考でもある。

， 



有診IN 0105 

2019.5.30日本医師会有床診療所委員会資料

専門的治療を主体とする整形外科診療所について

・データ

松本委員

1) H27年度病床機能報告によると、報告対象の有床診は 7,168施設、そのうち 6,332施

設から集計した中で、整形外科を標梼している施設は 377、このうち専門医療を行ってい

ると回答した施設は 250であった。

(H29.ll.10 第 55四社会保障審議会医療部会 「資料4有床診療所の現状と課題」より）

2）日本臨床整形外科学会医業経営委員会有床診WG 調査より

・平成28年度 回答数 120

年間50例以上手術する施設は 64(53%) 101例以上は 51(43%)

・平成30年度 回答数38

年間 50例以上手術する施設は 21(55%) 101例以上は 16(42%) 

・実例

1）中部地区有床診平成30年度の手術件数は 86件。

（内訳） TKA19件、関節鏡39件（ACLll件、半月板単独 15件、肩関節 12件、足関節1件）、骨

折11件（大腿骨頚部骨折は0件）、手または肘関節手術6件、抜釘5件、良性腫湯切除2件（ガン

グリオンは0件）、臆鞘切開3件、アキレス臆断裂1件。

土曜日のみの手術で、ほぼ全身麻酔（麻酔科管理）。

平成 30年度の入院収入累計 67,340,980円、入院原価累計 65,569,659円でわずか 1,771,321円の

利益累計。

2）北陸地区有床診関節外科専門

手術件数154件（骨接合術33件、抜釘術29件、関節鏡28件、 TKA7件、 THA4件、手根管 13件

など）

1 /2 



3）九州地区有床診（2施設同時運営）

2018年度の手術症例 689症例

脊椎手術：139症例人工関節手術：83症例（TKA:59・THA:23・ UKA:1) 

鏡視下手術：100症例骨折手術：37症例腫場摘出術.35症例

その他 295症例

4）中園地区有床診背椎専門

頚椎 7件 腰椎（胸椎を合む固定もあり） 72件

膝関節 24件 （人工関節と HTO) 股関節 5件（全て人工関節）

外傷 47件 その他 51件計 206件

収入の大半を手術に依存しているが、それほど楽ではない。

5）九州地区有床診

手術件数36件 (TKA16件、 THA5件、足祉・手指関節手術 10件、関節鏡5件）

病棟の収支は黒字（リノ、の収益が多い）全体ではトントンの状態。

6）九州地区有床診（松本整形外科、福岡市中央区）：比較のため

4月ののベ外来人数2852 （一日当たり 114人）

通所リハ併設（定員 20、4月の平均利用者数 12.2人）

手術は局麻手術が主で平成30年度は 72例（ばね指28例、手根管・肘部管 16例、軟部腫嬢摘出8

例、骨接合4例など） 手術料合計で2,254,500円

19床（医療療養型 18床、一般1床）

現在の入院患者数 14名 平均年齢81.4歳

椎体骨折・急性腰痛の保存的治療、術後日ノ、目的の入院が大半で、手術のための入院は年間数例。

2/2 
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有床診療所委員会答申骨子の検討（たたき台）

中問答申

短中期（2025年まで）

（中問答申を出す場合）

テーマ「人材確保の観点を中心とした診療報酬改定、税制

改正要望J

最終答申

短中期（～2025年）＋長期（2025～2040年）

テーマ「地域の人口構成、医療需要等を踏まえた対応」

（方向性）

・ 地域の人口構成、医療需要等を踏まえた対応

地域のキーステーション的機能を担う→地域での連携強化に向けた取り組みの

1 .現状・方向性 ｜ 推進

・ 看護要員不足は、（病院よりも小規模の）有床診療所で｜・社会保障の持続可能性を高めていくためには、かかりつけ医機能の推進、医療費

打撃が大きい ｜ の適正化、健康寿命の延伸等の改革を進める。

・ 地域包括ケアの中における有床診療所の機能強化には、｜・

看護職員、医師を含めた体制整備・人材確保が必須

・働き方改革の流れに沿って勤務環境の向上にも進める｜【～2025年】
必要がある

・ 承継は親子承継も困難で、第三者承継の推進が求められ

ている

2.診療報酬上の評価による人員確保

－複数医師加算の充実

→複数医師体制は第三者承継にもつながり得る

．医療介護連携室の役割を担う人材が必要

－看護補助者の活用とそのための評価

－医師事務作業補助体制の新設

・重負担（認知症やロコモ患者、夜間介護等）部分の評価

（その他の要望事項）

・病院は算定できて、有床診療所では算定できないもの

の改善

→具体的内容は？

・加算の体系化・簡素化（多くの細かい加算で混乱）

→具体案があるか

・有床診療所の入院患者の「重症度、医療・看護必要度j

も一定程度、明確化（認知症対応加算、終末期対応加算

などにつなげる。※H29年調査では患者データを収集）

3.その他の人材確保策

－医療介護総合確保基金の活用

・確保事業の推進と支援（特に、外国人介護職員）

・夜間体制の再考

・柔軟で働きやすい勤務環境の提供による看護職員への

アピーノレ

・看護職員の宿日産・夜勤対策

・医師不足への対応（赤崎委員メモより）

医学教育段階からの地域医療の重要性、有床診療所

の存在価値を説く）

大学等からの有床診療所への医師派遣の仕組み構築

4.事業承継

・第三者承継の推進…マッチングの仕組み整備

．税制改正要望

1 .地域分析

・地域グループごとの、有床診療所の施設数等のトレンド、診療所の特徴、病床区

分の特徴、医師の年齢構成等の特性を踏まえ、対応を検討

～江口専門部長の分析を参考に～ ,._ 

－地域医療構想における有床診療所献の位置づけの明確化問q
（有床診療所新規開設へのハードル）

地域医療構想、調整会議の議長（医師会長）の理解を得る努力を。

委員には有床診療所代表も入れる努力を 鰍凶作入5
．過疎地域での政策医療としての有床診療所の新設

2.地域連携強化策（地域のキーステーション的役割）

・開放病床の推進

・在宅医療における連携の推進

．回復期リハ病床

・地域で求められる機能を新たに付加する

．介護事業への参画

ショートステイなど → 病床稼働率を上げる

↑介護事業への参入の支援、ケアマネへの認、知度Up 

・介護医療院との連携（赤崎委員メモより）

・カノレテの電子化（医療情報化支援基金（300億円）の活用）

3.専門医療

・産婦人科・目新しい生命と子どもを育む拠点

．眼科…

・整形外科（専門特化？） 松本委員

【2025～2040年】

（方向性）

・人口減少に備える

．病院のダウンサイジングに備える

・運営主体の変革も検討（共同経営、病院のサテライト、地域医療

連携推進法人など）

・「まちづくりjで有床診療所の存在価値を生かす
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2019年 5月30日

『令和元年（2019年）有床診療所の現状調査』の概要と予定

目的

地域医療を身近な病床で支える有床診療所の活用に向けて、本調査は、全国有床診

療所連絡協議会会員の協力を得て、診療報酬改定の年の毎翌年に、2009年から継続

して実施してきたものである。平成 30年度診療報酬改定を踏まえ、有床診療所の経営

への影響と抱える運営課題を改めて把握する。経時変化の把握も行い、地域の有床診

療所が検討すべき方策と国が検討すべき支援のあり方について提言を行う。

調査設計

【調査対象】全固有床診療所連絡協議会会員 2,009施設

（会員 2,422のうち病床稼働施設）

【調査内容】

①診療の状況、加算の算定、働き方改革、継承に対する意識等（【1】施設票）

②前年度と前々年度の経営収支、前年度の入院外来コスト分析等（【2】財務票）

③入院患者の入院理由、高齢者認知症の有無、独居など実態（【3】患者票）

【調査時期】 2019年6月 12日（71<）郵送 7月 10日（水）締め切りの予定

【公表次期】 2019年9月（予定）

ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。



有診IN 0107② ｜（※形式軒等は調関問

2019年（令和1年）有床診療所現状調査【第6回】

【1］施設票
調査主体：全国有床診療所連絡協議会

日本医師会

2020年度診療報酬改定に向けて、以下の質問につき、ご回答を何卒よろしくお願い申し上げます。誠（；：：勝手ながら
7月 10目 。jく）までに同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願い申し上げます。

くお問い合わ世先〉全国有床診療所連絡協議会事務局 （電話） 092働 986・2664

：｛電話） 03-3942-6472 日本医師会総合政策研究機構（日医総研）事務局

貴院は有床診療所ですか、それとも無床・休床中の診療所ですか。 coは1つ）
[ 1持 論臨時く印刷2－］幌町出い j

苫臥後、同封の遁銅封筒に入れて、ご投函ください。② ! 
主主主 • I 
3 ｛慢空 白 Q.J主義繍懇φ持憶保段、様のみ」哲郎防.＼！＼..＿＿….................. j 

Ql①無床化または休床の時期をお教えください 西暦巳三ココ年
②無床化または休床の理由をお教えください（0はいくつでも）

1.看護職員の雇用が困難 2.看護職員の人件費が負担

3.設備・器機の老朽化 4.医師の勤務負担と高齢化

5.患者層の変化（入院の減沙） 6.分娩の中止 7，後継者がいない

8.医師の人件費が負担 9. H26に義務付けとなったスアJシクラーの設置が負担

10.その他（

基本情報 2019年 6月1日時点

① 院長先生の年齢

② 開設者の種類 1 個人 2 医療法人 3 その他（具体咽に

I以下から、主要診療科目の数字をご記入ください）

1 内科 2 消化器内科 3 循環器内科

③ 主要診療科目
4 呼吸器内科 5 小児科

（主要診療科を必ず1つ記載。診 6 外科（循環器外科、呼吸器外科含む）

療科力犠数ある場合lま患者数の多
7 消化器外科 8 泌尿器科 9 脳神経外科

い診療科を選択ください）
10整形外科 11耳鼻いんこう科

12産婦人科 13産科 14婦人科

15眼科 16皮膚科 17精神科・神経科

18 リllt＇、リテー泊〉科 19心療内科

20その｛t!l（具体的に

間1.届出病床数と入院患者数（記入国）をお答え〈だ違い。

総数 I <a> 
a)+(b)+(c) I 一般病床

許可病床激 ｜「ア寸床！ IT一件 11 ! I 11 I ｜床

入院患者数 ｜亡己人｜亡己人｜仁つ｜「？寸人

うちショートステイの指定がある場合は病床数と記入日の入所者数（0の場合は「OJと記入）

医療療養病床・介護療養病床 一般病床

指定の病床数 床 床

入所者数 人 人

1 



問2.以下の質問Ii:お答え〈たをい。

貴院の一般病床入院基本料（2019年 6月時点） （療劃育床のみの場合は療嘗丙床のみに0)

有床診療所入院基本料→ (1 2 3 4 5 6) 療器商床のみ

診療報酬よの施設基準の厨出のあるもの（2019年 6月時点）※あてはまる番号すべてにO

【初期加算・医療従事者の配置加算］ 【緊急入院］

1有床診療所一般病床初期加算 1夜間緊急体制確側目算

2 ア医師配置加算1 【外来時間外対応］

イ医師配置加算2 1時間外対応加算1

3 ア看護配置加算1 2時間外対応加算2

イ看護配置加算2 3時間外対応加算3

4 ア夜間看護配置加算1 【在宅復帰強化】

イ夜間看護配置加算2 11在宅復帰機能強化加算（一般病床）

5 ア看護補助配置加算1 12療器丙床在宅復帰機能強化加算

イ看護補助配置加算2 【緩和ケア】

【前回改定での新加算］ 8有床診療所緩和ケア診療加算

1.介護連携加算1 9在宅緩和ケア充実診療所加算？

o.介護連携加算2 【地域包括診療、認知症】

【在支診・療養環境】 20地域包括診療料

1 1機能強化型在宅療養支援診療所（単独型） 21地域包括診療加算

2機能強化型在宅療養支援診療所（連携型） 22認知症地域包括診療料

3在宅療養支援診療所（機能強化型以外） 23認知症地域包括診療加算

2 1診療所療劃丙床療養環境加算 【非該当］

2診療所療養病床療養環境改善加算 00該当するものはない

随設陵 、患者について

＠ 救急告示の届出（0は1つ） 1あり Z なし

⑦現在の夜間救急対応の可否（外来）. 1 ほぼ毎日可能 2週3～5日可能

(0は1つ） 3 週1～2日可能 4 ほとんど不可能

⑤加算、医学管理料の算定について（本年2月～4月の3?1".月聞に算定した患者さんの実数） ( 0人の場合は0を記入

1）看取り加算 ）人 2）緩和ケア診療加算 ）人

3) ＊在宅患者緊急入院診
）人

4) ＊紋急医療管理
）人

療加算1、2、3 加算

6）＊救急・在宅支援療餐
）人 6）介護連携加算1・2 ）人

病床初期加算

前年度 前々年度

平成30年度 平成29年度

⑥延ペ患者数（外来、入院）（前年度、前々
(1）外来患者延べ数 5ケタ枠 人 人

年度の1年間）
(2）入院患者延べ数 人 人

※延べ人数とは外来患者は1年聞の総数、入院患者は毎日24:001~入院
している入院患者数の1年間の合計

③緊急入院患者の患者数（本空空[;11ヶ月間）
※ここの緊急入院患者とは重篤な状態のため緊急 ｜（貢院の入院記録より可能な範囲で記入下さい）

入院した患者｛日中・夜間）と救急搬送患者

2 



⑨手術や処置などの件数

（本年4月17.月間）

⑮「産婦人科Jr産科Jの施設のみ

ご困答有1ささい。分娩数と帝切数

（平成30年4月～31年3月までゆ主主国i

(1）診療報酬1,000点以上の入院手術 亡こヨ
(2）人工透析 1 0件（専門外） 2 1～49件

3 50～99件 4 1001，牛～

(1）分娩数（ 1年間）｜ ー一ーー一一
うち硬膜外麻酔下の痛分娩(1年周）｜

(2）旺切聞の実施数年間仁三己

連携する病院への搬送に要する時間（車）「ー「一？一寸 分
｜ 一

①敷地内や近隣に介護・福祉の併設施設・ 11適所リ八（ヂイり） 2 適所介護（ヂイトtコ）

併設事業所力協る場合はその種類をお教 l3居宅介護支援事業所 4 訪問看護

えください。 coはいくつでも）

（費院や同一法人・関連法人が所有する施

設や事業です）

またそれらの総数（併設施設＋事業所）もご｜

記入ください。

②合介護事業！と初めて参入した時期

悶3 働き方改革

女看護職員の夜間の勤務形態

（当直と夜勤の併用の場合は0は複数）

責看護職員の夜間当直を夜勤に変更する予定

あるいは希望はありますか？

＊看護職員の離職率

平成30年度（H30.4=H31.3)

女賞院の看護職員就労支援

（当てはまるものに全て0)

5 訪問介護 6 老健

7 特養 8 グルーカ1、ーム 9 有料老人ホーム

10ザゼス付き高齢者向け住宅（ザ高住）

11訪問リハビリ 12看護小規模多機能裂居宅介護

13短期入所療餐介護（ショートステイ）

14小規模多機能居宅介護 団介護医療院

16地域包括支援センター 17その他（ ） 

併設施設・事業所の総数 仁己

1. 2018年より前 2 2018年もしくは2019年

1 当直（宿直） 2夜勤（2交代制）

3 夜勤（3交代制）

1 予定している 2 行いたいが看護職員が雇用できない

3 予定はない 4 未定 5 不明

｜% ※離職率は1年間の｛総退職者数？平均職員数）

平均職員数は（年度当初の職員数＋年度末の職員数） ÷2

1産休 2 育児休暇

3 短時間勤務体制 4 子育て期などの夜勤免除など

5 保育所との連携や院内保育所の設置 6院内研修の実施

7院外研修参加の奨励 8特にない

9その他（

肯賓院での人材の不足の有無についてお教えください。 (2019年6月時点）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．． 歯槽ー・・・・・・・ーー－－－－－－－－－－－－勘岨帽明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー・・輔嶋崎・・ーー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ー・・”・・・・・・・・ー・ー

1看護職員 1 極めて不足している 2 不足している 3不足していない 4どちらとも言えない

2 夜間看護職員 1極めて不足している 2 不足している 3不足していない 4どちらとも言えない

3 看護補助職員 1極めて不足している 2 不足している 3不足していない 4どちらとも言えない

4 常勤医師 1 極めて不足している 2 不足している 3不足していない 4どちらとも言えない

5 非常勤医師 1 極めて不足している 2 不足している 3不足していない 4どちらとも言えない

6 介護職員 1 極めて不足している 2 不足している 3不足していない 4どちらとも言えない

5 虫橡外

3 



宵人材確保における課題についてお教えください。（複数O司）
ー－－ーー・・ー－－－－－－－ー・回・，．．．．．． ．，．．．．．．．．．．”．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”・幽・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・”“・・・・・・・・・・ーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・帽ーー－－－ー－－－－－－

1看護職員 1人がいなくて確保が困難 2人件費が賄えない 3特に問題ない 4他（

2 夜間看護職員 1人がいなくて確保が困難 2人件費が賄えない 3特に問題ない 4他（

3 看護補助職員 1入力Tいなくて確保が困難 2人件費が賄えない 3特に問題ない 4他（

4 常勤医師 1 人がいなくて確保が困難 2人件貨が賄えない 3特に問題ない 4他（

5 非常勤医師 1 人がいなくて確保が困難 2人件費が賄えない 3特に問題ない 4他（

6介護職員 1 人がいなくて確保が困難 2人件費が賄えない 3特lζ問題ない 4他（

肯人材Jtシ'Jや職業紹介事業所などを利用されていますか（2018年4月から現在まで＞ r利用Jの場合は種類を選択くだ

さい””’・・・・ーーーーーー”’”．．．．．． ．噌骨岨圃．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．，師陣骨岨・・・・・・・・・・・・・・”骨骨”“・・・・・・・・・・・・・・・回・骨骨a・・・・・・・・・・・・E’・ーーー－－－－－－－－－－－－－－－－－

1看護職員 利用なし利用（ 1 I旧ーワ ヲなど行政の／＼＂)'J 2民間業者 3医師会、協会等の／＼＂） 'J4他）

2 看護補助職員 利用なし利用（ 1 ／＼日ーワ クなど行政の／＼＇、） 'J2民間業者 3医師会、協会等のl¥")'J4他）

3 医師 利用なし利用（ 1 /¥a－ワークなど行政の／＼＂)'J 2民間業者 3医師会、協会等の／＼＂） 'J4他）

4 介護職員 利用なし利用（ 1 ／＼日－？－'Jなど行政の／＼＂)'J 2民間業者 3医師会、協会等の／＼＂） 'J4他）

貴人材パシヲや職業紹介事業所などを今後（も）利用する予定はありますか f利用」の場合は種類を選択ください
－－－ー副・・ーー－－－－－ー・軸，．．．． ー・・・・・・・・・・・・崎町・・岨圃圃圃圃・・・・・・・・・・・・・”・・ H ・・・・・・・・・・・・・・・・．，ーー..・ーーー・・・・・・・・・・・岨暢・・・・・・・・・・・・制””・・ー－－－－－－－－－－－

1看護職員 利用しない利用（ 1 ／＼日ーワ ヴなど行政の／＼＂） 'J2民間業者 3医師会、協会等の／＼＂） 'J4他）

2 看護補助職員 利用しない利用（ 1 ／＼日ーワークなど行政の／＼＇ツヲ 2民間業者 3医師会、協会等のI＼ワヲ 4他）

3 医師 利用しない利用（ 1 ／＼日ーワークなど行政のl¥")'J2民間業者 3医師会、協会等の／＼、、）'J4他）

4 介護職員 利用しない利用（ 1 ／＼日ーワークなど行政の／＼＂)'J 2民間業者 3医師会、協会等のI＼＂刈 4他）

肯医師の働き方改革が貴院にI1特lζ影響はない 2 常勤医師の確保が難しくなる

与える影響（複数O可能） I 3非常勤医師の確保が難しくなる 4 24時間対応が困難こなる 5 わからない

間4 介護の機能と今後

①貧院では、今後、介護事業への参加にご関心がありますか。

1 現在も実施しており今後も継続する 2 現在も実施しているが今後は縮小する

3 現在は実施していないが参加したい 4 現在は実施しておらず、今後ち参加する予定はない

5 わからない

②宵ショートステイ、介護医療院に関心がありますかフ（0は1つだけ）
， 

1 ショートステイに関1じ、ある 2介護医療院に関心ある 3両方Iζ関心ある 4どちらにも関心はない 5介護対象外

間5 宵有床診療所の継承の意向についてお教え〈たをい。

1 できれば継承したい 2 継承の予定

病床の継承の希望 coは1つ） 1病床ち継承 Z 病床の継承は不明 3 病床は継承しない

継承先の登望（0は1つ）
1親子（配偶者、親族） 2 第＝者 （譲渡等含む）

3 1、2どちらでもよい 4 決めていない 5 の他（

現状
1特に何ちしていなしI2 話し合い／交渉をし いる 3 ほぽ決まってい

る 4 近々に継承予定

相談先 1ある 2 ない

4 



問6.地域の状況、今後の予定や疎題についてお教えください。

1都市中心部で人口が集中している

2 郊外部または中規模都市で人口密度が高い

①貴院の地域の状況 3 上記以外の都市・町村

4 農村地帯・山間部

5 へき地・離島

人口全体 1 大きく！脚》 2 やや減少 3 変わらない

貴②貴院の診療圏（中学校区）の 4 ややi曽加 5大きく増加 6不明

今後5～10年の人口変化の予想 高働者人口 1 大きく減少 2 やや減少 3 変わらない

4 やや増加 5大きく増加 6不明

1病床はそのまま維持する

2 病床は維持したいが無床化するかもしれない

③ 5～10年後の病床についての考え
3 介護施設へ転換（A一部 B全部） ｛いずれか1正0)

(0は1つ）
4 住まいへ転換（A一部 B全部） （いずれかに0)

5 無床化する 6 休床する 7 t普床する
8滅床する 9 閉院

10その他（ ) 11わからない

育③有床診療所の5つの機能に加えて、貴院は医療と介護の両方が必要な患者さんへ「医療介護を一体的に提供す

る機能」ち果たしておられると思いますか？

1 果たしている 2 果たしていない 3 どちらとも言えない

＠医療職の確保は大きな問題ですが、それ以外に病床に関して貴院が抱えている課題（0はいくつでも）

1 医師の勤務負担の重さ 2書類作成などの業務量の多さ

3 地館連携を行うスタッフ（ケアマネ、ソーシャルワー力一等）の不足 4 施設・設備の老朽化

5 入院患者の減少 6 空床の増加 7 ；荷床による病床の不足

8 入院患者の重症化や認知症患者の増加によるケアの負担増加

9院内看取り体制の確保 10スアJンクラーの設置など消防法への対応

11その他（ ) 12特にない

⑮地域の有床診療所が機能を強化するために必要な仕組みゃ支援についてお教えください。 (0はいくつでも）

1 人員確保や設備の刷新を行うための財政支援

2 病床を地域の開放病床として無床診療所等ち活用できる仕組みと評価

3 ショートステイなど空床を有効活用できる仕組み

4 病床種別（一般病床、医療療養病床、介護療養病床）を無くし、入院患者が柔軟に病床を利用できる仕組み

5 有床診療所の病床規模を最大19床よりさらに拡大できる制度

6 その他（

①電子カルテの使用状況
1診療所全体で使用 2診療所の一部で使用（特定の疾患など）

3 導入予定・導入を検討中 4 導入する予定はない

5 



ぺ

同7.従事者数（該当する聴種lζ従事者がいない場合は『OJをご寵入ください。）

医師 作業療法士

（院長先 看護師 准看護師 薬剤師 保健師 助産師 理学療法士 放射線技師

生包含む） 言語聴覚士

常勤｛実人数）

非常勤
｛常勤換算）

管理 看護 臨床工学 栄養士
乙:nsのうち

栄護士
介護職員

補助者 技師
事務職員

その他
合計 ケアマヰヲャ

常勤（実人数）

非常勤
E常勤換算）
＊非常勤職員の「常勤換算」は以下の方法で計算してください（小数点以下第1位まで）。・1週間に数回勤務の場合： （非常勤職員の1週間の勤務時間）÷（貴院ti定めている常勤職員の1週間の勤務時間）
圃1か月に数回勤務の場合： （非常勤職員の1か月の勤務時間）÷（貴院力守定めている甫勤職員の1週間の勤務時間x4)

夜間休日の看誼蛾員、積護補助職員の国置（平均的な配置状況｝

夜間 休日

看護職員 常勤換算 マス追加 人 常勤換算 人

看護補助職員（看護助手など） 常勤換算 人 常勤換算 人

責有床.療所で働〈魅力Ii:ついてお軍事おします。医師または看趨職員のご圃答をお願いします。 Coはい〈つ
で'6}

医師として 看鑓職員としτ
1 自身の専門性をより生かし、高めること力守きる 1 自身の専門性をより生かし、高めることができる

2 地域医療に貢献できる 2 地域医療に貢献できる

3 医療の幅を広げること力？できる 3 看護の幅を広げることができる

4 診療を自身の判断で決めることができる 4 柔軟な働き方力？できる

5 患者にしっかりと寄り添うことができる 5 患者にしっかりと寄り添うこと力？できる

6 他の医療職とのコミュニケーショシカ徹りやすい 6 他の医療職也のコミュニケーションが取りやすい

7 そのイ也（ 7 その他（

ご協力ありがとうございました。己担当者様の名前・連絡先をお教えください。

担当者氏名 担当昔日・課名

電話連絡先
e-mail yドレス

FAX番号

6 



医業

介護

有診EN 0107③ 

令和元年（2019年）有床診療所の現状調査

【2】財務票

まことに勝手ながら7月 10日 f水〕までに【1）施設票、 【3）患者票とともに、周到の返信用封

筒でご返送いだだきますよう伺卒よろしくお願い申し上げます。

(1・1）前年度・前々年度の財務〈年次決算書に基づいてご記入ください〉

【前年度は、平成 30年 4月から平成 31年 3用の聞に終了する年度、
前々年度は、平成 29年 4月から平成 30年 8用の聞に終了する年度です】

① 収益 〈該当レない項目は空欄でなく、必ず「O」をご記入ください〉

前年度 前々年度

十
億

干 百 十
万 干 百 十 円

十
億

干 百 十
万 干 百 ＋ 

憶 万 万 万 憶 万 万 万

入院収益 用

うち正常分焼費（産婦人科のみ 四

外来収益 円

その他の医業収益 円

医業収益合計（a〕 円

介護収益｛膏床お暗所に閉山る部分のみ.） (b) 円

医業収益と介護収益の合計（a)+ (b) 円

医業外収益と介護外収益の合計（c) 円

接入院収益・保険診療〈患者負担富む〉‘公害医療、労災、自陪置、自費診療、室料差額収益苦吉む．外来収益：保険診療〈患者負担吉む〉‘公害
医療、封災、自賠賀、自費など富む．その他の医業収益・保健予防活動収益、受琵桟査収益など．介護収益：有床診躍所白血位向など捨韓間IC:悟

盈宣E盆豆盈．施段廿ーピス収益（保険外の利用による収益在含む〉、居宅廿ーピス収益〈保険外の利用巴よる収益苦富む〉、その他白介護収益

〈文書料〉など．医業外収益：畳取利息及び配当金、有価証券売却益、運営費補問金収益、雑収入など．介護外収益：借入宣利息、補助金収入な

巴，

② 費用 （該当しない項目は空欄でなく、必す「OJをご記入ください〉

前年度 前々年度

＋ 
憶

干 百 ＋ 
万 千 百 十 円

十
憶

千 百 ＋ 
万 干 百 ＋ 

傭 万 万 万 億 万 万 万

医薬晶費 円

材料費 円

給与費 月

委託費 円

減価償却費 円

その他の医業費用・介護費用 円

医業費用と介護費用の合計（d) 円

医業外費用と介護外費用の合計（e) 同

同

四

回

四

円

円

同

四

円

同

目

用

同

円

同

円

円

同

｜経常利益ω ＋ω ＋ω ー ω ーω ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜四｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜円｜

※医業外費用ー支払利息、診療費減免額、医業外貨倒損失など介撞外費用借入金利息

1 



(2) 〈司能な揚合のみ〉前僧麓の入院費用と外来費用をお教えください

入院医療の経嘗安定性を判断するためには、医業費用を入院と外来に分けて分析するこ
とが必要です。以下、アまだはイのいずれかを選択のうえ、ご協力お願い申レ上げま

す。

J；：医業費用を式院25舛掬造成
アl. ::: .. ，，，，，分，;r烈市醇繋：；よがし；

イ｜〆＇；；；；~盛業費用ぎ民院と外来l亡f
I :i ，~（1型な川崎iii:i'i

介護費用が亙盃重金は下のIとIIにご記入ください。
介護費用が盟主1量宣はIIの盈ご記入下さい

次ページIIIにご記入くださ
い。

I 

医

業
費

用

費用項目の医業と介護の分類

ここでの介護費用は前頁の介護収益に関わる介護費用で、有床診療所の施設内で実施する介

護に伴う費用です。

l""""" •• •• ・・・・・・・・・‘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .. ・. 

医業費用 i 介護費用〈有床診療所に係る部分〉

＋値 !I! 千万 aB 十百 B 千 百 十 l目 ＋飽 億 千万 百万 十万 B 千 百 ＋ 

①医薬昂費 円

②材料費 円

｜③うち給食材料竜 円

④給与費 i 円

⑤委託費 i 
円

目

円

同

円

用

目

II 医妥費用の入院と外来の分類

さい。

→記入が困難な湯合は、次ページ（p.3）のIIIにお進みくだ

入院に関わる費用 外来に関わる費用

十情 億 千百 百万 十万 百 干 百 十 円 ＋健 健 千万 百万 十万 万 千 百 十 四

①医薬呂費 円 月

医②材料費 円 目

業

費
｜③っち給食材料費 円

用④給与費 円 月

⑤委託費 円 同

2 
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III.盟主星旦医業費用を入院と外来に按分するだめ、以下のム～ c.にご記入くださ

い。

A.医薬昂費、材料費、委託費について、入院・外来・介護に費やした金額のおおよその比率を

お教えください。 〈ここでの介護費用は1頁の介護収益に関わる介護費用で、有床診療所の施設

内で実施する介護に伴う費用です。〉

職種 入院医療に費やした 外来医療に費やした 介護に費やした金額 計

金額の陀率 金額の上じ率 の比率

①医薬昂の使用額 ；｜%  100% 
' 

②材料の使用額 100% 

③委託費 ：｜%  100% 

B、職員の総勤務時間のうち、入院診療、外来診療、介護にかけている 1週間のおおよその時間数

からそれぞれの比率〈%〉をお教えください。 〈平均的診療業務の揚合で計算してください。〉

職種 入院医療に 外来医療に 介護に 言十

費やした時間 費やしだ時間 費やした時間

①医師（全員） % % 100% 

②看護師・
% % ｜%  100% 

准看護師（全員）

③看護補助職員（全員） % % ｜%  100% 

④介護職員（全員） % % 100% 

⑤その他職員（全員） % % 100% 

ここでの介護職員の勤務時間は育床診療所の中での介護サービスに関わる勤務時間です。

※必要でしたら次ページの勤務時間数計算表をお使いください。

C.最後に、 p.1にご記入いだだいた「給与費」の盤璽.Bil盤墾をお教えください。

（常勤職員と非常勤職員を対象とし、給与、賞与、福利厚生等を含めた総額です。〕

十憧 健 千万 百万 十万 万 千 百 ＋ 回

①医師［総翻 円

②看護師・准看護師［総額］ 円

③看護補助職員［総額l 円

④介護職員［総額］ 円

⑤その他職員［総額］ 円

3 



く補足〉勤務時間数計算表前ページB.の記載にあたって必要でしたら下記の表を時間数記入のメモとしてお使い〈ださい

月 火 * 木 金 土 日 言十

λ院 外来 介E憂 λ院 外来 介護 λ院 外来 介康 入院 外来 介臨 入院 外来 介E蔓 入院 外来 介霞 入院 タ下衆 介E筆 λ院 外来

医師

看護師・

准看護師

看護補助

職員

介護職員

その他職員

ご協力ありがとうございました。

ご担当者の連絡先をお教えください。ご記入にあたり公認会計士または税理士に外部委託されている

揚合はご連絡先をお教えください。

担当者氏名 担当部課名

e・rna註アドレス ＠ 
電話連絡先（

FAX番号

会税計理士または
士氏 名

会 社 名

e・ma乱アドレス ＠ 
電話連絡先（

FAX番号

4 
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( 1 ） 直 近 事業年度の補足説明

損益計算書の塁差堅益および室茎萱星こついて：

口 個人立は青色申告決算書又は収支陶訳書（平成28年分）からご記入ください。法人は法人税申

告書に添惜した損益計算書司直近の年度）をもとに記入ください。

口 医業盟益は、入院収益と外来収益が分かれていなし1揚合、毎月の社｛民国保の請求書の総括票

を集計して記入ください。 〈減点や過誤調整による誤差は無視してください〕。

口 医差重旦は、頂自の分離ができない揚合は合計をご記入ください。

ロ 家計分はさめないでください。

記入が難しい揚合は、税理士・会計士のいる施設では、その万にご記入を依頼ください

（介護事業を行なっていない診療所は、医業部分のみご記入ください）

( 1 ）収益

入開収益（自費診療を含む 入院患者の医療に係る保践診療収益（保験者請求分＋公費負担医療にかかる支払

基金・国保連等に対する請求分＋窓口徴収分〉、公害医療、強災保険、自動車損

害賠償責任保険、自費診療、特別室の特別料金徴収額、特別食費など。

｜うち正常分娩費 自費診療部分（正常分娩〉※産科、産婦人科のみ記入。

外来収益 外来患者の医療に係る保険診療収益（保険者請求分＋公費負担医療にかかる支払

医業 基金・国保連等に対する請求分＋窓口徴収分〉、公害医療、労災保険、自動車損

害賠償責任保険、自費診療、など。

その他の医業収益 学校医・産業医・当番医手当、健診、予防接種、受託検査収益、臨隠に他の医療

機関を手伝って得た診察受託料、主治医意見書作成料、文書料〈診断書料〉など

。

医業収益合計（a) 入院収益、外来収益、その他の医業収益の合計。

介護 介護収益合計（有床診療 施設サービス収益〈保険外の利用！こよる収益を含む〉、居宅サービス収益〈保験

所に関わる部分のみ） (b) 
外の利用による収益を含む〉、その他の介護収益（文書料〉などの合計金額。

医業収益と介護収益の合計（心＋（b) (a）と（b）の合計。

受取利息、配当金、有価証券売却益、補助金収益（運営費に限る〉、患者外給食
医業外収益と介護外収益の合計（c)

収益、など。

5 



( 2）費用

用医業費

医薬品費

＋ 

用介護費
材料費（給食材料費を富む

※医薬品費とまとめておられる揚

合｜草合算でも結構です．

給与費〈賞与などを富む〕

委託費

減価償却費

その他の医業費用・介護費

用

医業費用と介護費用の合計（ω

医業外費用と介護外費用の合計（e)

経常利益（a)+(b)+(c)・(d)ー（e)

該当する事業年（度〉に消費した医薬品〈投薬用薬呂、注射用薬昂〈血液、プラ

ズマ含む〉、外用薬、検査用誌薬、造影剤など〉の金額。

損益計算書で「医薬品費」を独立科目として表示していない揚合は、その事業年

（度〉の医薬品購入額。

診療材料費（力テーテル、縫合糸、レントゲンフィルムなど〉。

医療消耗器具備日費（医療用の器械・器具のうち、注射針、注射筒・ゴム管・体

llffi計など1年以内に消費されるものまたは固定資産の計上基準額に満たないも

の〉。給食用材料費

常勤および非常勤役職員の「現金給与額〈扶養手当、時間外勤務手当、夜勤手当

、危険手当、通勤手当等、の諸手当を含む。まだ、看護師賛成施設等に遇う職員

の綬業料等を支給している揚合ち含む〕」、 「賞与支給額」、 「一時金（期末手

当等〉」、 「退臓金」 「法定福利費〈直近の事業年度内に支給した社会保険料、

強働保験料および児童手当拠出金の事業主負担額〉」

検査、患者給食、寝具、清掃、医事、医療廃棄物、警備、各種医療器械保守など

の外部に委罰した費用。

建物、建物附属設備、医療機器等の年間減価償却賛。

上記lこ含まれない医業費用・介護費用〈通信費、消耗費（力ルテや検宣伝票、会

言十伝票などの医療用または事務用の用紙、阪簿、電球、洗剤など〕、光熱水費、

土地建物貸借料、医療機器リース料など〉

医の薬合計自費、材料費、給与費、委託費、減価償却費、その他の医業費用・介護費用

支払利息、患者外給食用材料費、診療費減免額など

〈医業収益合計（a）＋介護収益合計（防〉＋〈医業外収益と介護外収益の合計〕

Cc）ー（医業費用と介護費用の合計〉 (d〕ー〈医業外費用と介護外費用の合

計） Ce) 
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｜令和元印019時床診療所の現糊査 同和元年 月 白記入 ；有診IN 

会会

i入院患者数 名のことについて記入

【3】患者票 現在入院されている患者さんについてご記入ください． ； 器入院患者がいない堀合は、 0在記入レてください．

月
7 

〕
14水

AHVr、
目
。

④回
目r

全日乾

体務
主財

査

噺医蹴
診ご

床本に
有ち

固と

糊師由
連〈

調漂

富b

》 貴院のご都合のよい日を決めて、その日の入院患者さんの現状と病態を、可能な範囲でお教え〈ださい。各霞問Iこ0をつけて〈ださい．特別に記載がなければOは 1つです。

A B C D E F G I H I l 

富 年齢 病床 入院の
65歳以上の高齢患者さんの場合

種別 種類
入院理由（0はいくつでも） 調査固までの在院自数 λ院前の場所 入院前の

要介護度 同居の有無 盟知耀患者さんの場合
在宅医療医瞳

歳
1 2 3 1 2 3 L急性痕患、急性培悪、件傷、緊急

1 2 3 
1 2 3 3 

手術

予定入院急緊入院ヨヨン
2. 予定手術

l自宅 日非議当
3回分娩

4目継続的な医療管理、化宇療法、
11～7日 2自院の介 L要介護1

スヲイトー
抗がん剤や特殊薬の投与

28～14日 護・福祉施 2目要介護2

5.検査教育λ院
3目15～30日 設 3要介護3

6.リハビリ
4 31日～3力月未満 3.自院以外の 4目要介護4 日常生活自立度｛様。

7. 終末期医療
53カ月～6ヵ月末濁 介護・福祉 5.要介護5

8 緩和ケア
6.6カ月～1年未満 施設 て 6宋申請申請中

9.在宅医療での医療提供b咽難
7.1申礼上 4病院 なし、 7.要宣揮し要支援

（担居、介護者不足等による）
5.その他 し、 2 

10.介護施設での対応が困難
11.レスパイト 12.その他

1 男女 1 ・ 2•3 1・2・3 1・2・3・4・5・6・7・8・9• 10・11・12 1・2・3・4・5・6・7 1・2・3・4・5 1 • 2・3 1・2・3 0 ・ 1 ・ 2•3•4•5 ・ 6 1・2・3 自立， I• Il ・ m•IV•M ・不明

2 男女 1 ・2・3 1・2・3 1・2・3・4・5・6・7 1 • 2・3 1・2・3 0・1・2・3・4・5・6 1・2・3 自立・ I• Il ’ m•IV•M ・不明

3 男女 1・2・3 1・2・3 1・2・3・4・5・5・7 1・2• 3 1 •2 ・ 3 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4• 5 • 6 1・2・3 自立・ I• Il ・ fil•IV•M ・不明

4 男女 1・2・3 1・2・3 1・2・3・4・5・6・7 1・2・3 1・2・3 0・1・2・3・4・5• 6 1・2・3 自立・ I・n・m・tv・M・不明

5 男女 1・2・3 市.2・3 1・2・3・4・5・6・7 1・2・3 1 ・ 2•3 0・1・2・3・4・5・6 1・2・3 自立・ 1 ・ E ・ m•tv•M ・不明

6 男女 2・2・3 1 • 2・3 1・2・3・4・5・6・7 1・2・3 1・2・3 0・1・2・3・4・5・6 1 • 2・3 自立・ I• JI• m •IV• M・不明

7 男女 1 ・ 2•3 1・2・3 1 • 2 ・ 3 ・ 4•5 ・ 6 ・ 7 1・2・3 1・2・3 0・1・2・3・4・5・6 1・2・3 自立・ I• Il ・ m•IV·M ・不明

8 男女 1 ・ 2•3 1・2・3 市.2・3・4・5・6・7 1・2・3 1・2・3 0・1・2• 3 • 4 • 5・6 1・2・3 自立・ I•Il ・ m•IV•M ，不明

9 男女 1・2・3 1・2・3 1 ・ 2•3 ・ 4 • 5• 6・7 1・2・3 1 • 2・2 0・1・2・3・4・5・6 1・2・3 自立.I • I[ ・ fil•IV•M• 不明

10 男女 1・2• 3 1・2・3 1・2・3• 4 ・ 5 ・ 6•7 1 •2 ・ 3 1・2・3 0・1・2• 3 • 4 • 5・6 1 •2•3 自立.I • I[ ・ m•IV•M ・不明

11 男女 1 ・ 2•3 1・2・3 1 ・ 2 ・ 3•4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 1 ・ 2•3 1・2・3 0・1•2 • 3 •4 • 5・6 1・2・3 自立・ l•lI•m•IV•M ・不明

12 男女 1・2・3 1・2・3 1・2・2・4・5・6・7 1・2・3 1・2・3 0・1・2・3・4・5・6 1・2・3 自立・ I• Il・m• IV• M・不明

13 男女 1・2・3 1・2・3 1・2・3・4・5・B・7 1・2・3 1・2・3 0・1・2• 3 •4 ・ 5 ・ 6 1・2・3 自立・ I• Il・m• IV• M・不明

14 男女 1・2・3 1・2・3 1・2・3・4・5・6・7 1・2• 3 1 • 2・3 0・t・2・3・4・5・6 1・2・3 自立ー I• 1I • E・町・ M・不明

15 男女 1・2・3 1・2・3 1 ・ 2 ・ 3•4 ・ 5 • 6 • 7 1・2・3 1 ・2・3 0・1・2・3・4・5・8 1・2・3 自立・ I• Il・m • IV• M •不明

16 男女 1・2・3 官.2・3 1•2•3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 1・2・3 1 •2 ・ 3 0 • 1・2・3・4・5・6 1・2・3 自立・ I.n ·m ’ IV• M・不明

17 男女 1・2・3 1 ・ 2•3 1・2・3・4・5・6・7 1 • 2・3 1・2・3 0・1・2・3・4・5・6 1・2・3 自立・ I• Il ・ fil•IV•M ・不明

18 男女 1・2・3 1・2・3 1・2・3・4・5・8・7 1 ・ 2•3 官 •2•3 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3•4 ・ 5 ・ 8 1・2・3 自立・ I• Il ・ m•IV•M ・不明

19 男女 1・2・3 1・2・3 1・2・3・4・5・6・7 1・2・3 1・2・3 0・t・2・3・4・5・6 1・2・3 自立・ 1・lI• m •IV• M・不明

20 男女 1・2・3 1 • 2 • 3 1・2・3・4・5・6・7 1 •2 ・ 3 1 •2 ・ 3 0・1・2・3・4・5・6 1 • 2・3 自立・ I• Il ・ m•IV•M ・不明

｜器1 認知症の日常生活自立直

I 何らかの認知症を有する
会t日常生活は家庭向および社 E

会的にiまlま自立 I 
n 誰かが産量していれほ自立 i
できる状態 ! 

m 日常生活に支障をきたすよ
うな症輯・行動や意思陣過の図

鑑さが見られ、介慢を必要
N 日常生活に支障をきたすよ

｜ うな症状行動や意思融通の困
離さが頻草に見られ、常に介陸

! を必要
IM 著しい精神症状や周辺症状
｜ あるいは量擁立身体案患が見

｜ られ、専門E様を必要とする世

i態
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「2019年有床診癒所の現状調査」（第 6回）（案）

目的

地域における有床診療所の機能強化が期待される中、平成 30年度診療報酬改定を踏

まえ、有床診療所の経営への影響と運営課題を把握しエビヂンスを構築する。

（本調査は、全国有床診療所連絡協議会会員の協力を得て、診療報酬改定の年の毎翌

年に、 2009年から継続して実施してきでおり、経時変化の把握が可能である。）

謂査設計

【調査対象】全国有床診療所連絡協議会会員 2,009施設（2,422のうち病床稼働施設）

【調査時期】 2019年 6月（7月半ば締切）

【調査方法】郵送法

【調査内容】

診療の状況と課題（【1】施設票）

経営収支と入院外来コスト分析（【2】財務票）

入院患者の実態（【3】患者票）

【公表次期】 2019年 9月（予定）

調査項目の概要

【1］施設票

・従来からの継続項目、前回改定の新規項目算定の有無

・承継、看護職員の夜間勤務形態、地域連携

・医療と介護を一体的に提供する機能について

【2】財務票

・年次決算書に基づく収支（平成 30年度、平成 29年）、入院コスト計算

【3】看護票（200施設抽出予定）

・看護職員の属性、勤務状況、意識、有床診療所で勤務することについて



詳細

【1］施設票

・ 従来からの継続項目、前回改定の新規項目算定の有無

・ 承継、看護職員の夜間勤務形態、地域連携

・ 医療と介護を一体的に提供する機能について

期待する結果と提言

・ 看護職員の夜勤への変更の可能性

・複数医師の確保は可能か

・ 機能に対する評価を進めるためのエビデンス

【2】財務票

〉 地域連携推進、緊急入院、院内看取り、夜間の看護（の充実）、複数医

師による医療安全の推進

》 夜間緊急体制確保加算（15点） (H26改定）「入院患者の病状の急変に

備えた緊急の診療提供体制を確保していること」

〉 認知症患者対応

〉開放病床など

・ 年次決算書に基づく収支（平成 30年度、平成 29年）、入院コスト計算

期待する結果

・ 前回改定の影響・介護連携加算の効果

・ 中医協実調はN数は少なく、個票がないため、収支と運営体制や診療内容

との紐づけはできないので、本調査で機能と収支の関係を明らかにする

・ 収支状況がよい施設はどうし巧機能を果たしている施設か（モデル診療所）

【3】患者票

・ 入院患者の属性からどういう患者が多いか

〉 診療科別、

期待する結果

・ 今まで以上に介護度が高く、認知症が重い患者が増加して、ケアの負担が

増大




